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昭和35年度

林野庁一般会計予算

の概要

野崎博之

ー＝丙一…ｰ例F二兎Ⅱニーーー一詞司石＝君室ゴー＝”。

林野庁関係の昭和35年度一般会計予算は総額147億

80百万円で前年度当初成立予算額122億49百万円に

比し25億31百万円の大巾の増額となっている。

内非公共事業は35年度12億47百万円で昨年度12

億23百万円に比し，24百万円の増，公共事業費は35

年度131億17百万円で34年度106億42百万円に

比し，24億75百万円の増，林業試験場は35年度4億

19百万円で34年度3億84百万円に比し，35百万円

の増となっている。

昭和35年度林野庁一般会計予算の重点は次のような

ものである。すなわち第一に治山，林道，造林の公共事

業の拡充であり，特に治山事業については治山,治水10

ケ年計画を策定し，これにより計画的，一元的に事業の

拡充を図ることとし，このため事業鐙，国饗も大巾に増

額，また関係方面の強い要望もあり，これが会計制度に

新たな面を切り開いた。当初治水特別会計のように治山

事業も一本の特別会計として民有林，国有林の直轄事

業，補助事業を含めて行なう案もあったのであるが，結

局従来の国有林野鞭業特別会計を活用することとし，こ

の会計の中に治山勘定を設け，民有林についての直轄事

業及び補助事業に関する経理を行なうこととした。直轄

琳業は従来通り営林局署において事業を行なうが，補助

辨業についても従来通りで営林局署と関係なく，直接治

山勘定より資金が流れることとなる。

第二に国有林野事業の民有林協力事業として昨年度よ

り新しく行なわれてきた国有林野事業特別会計より一般

会計へ資金を繰入れ，その一部を農林漁業金融公庫へ出

資し，造林事業への長期低利融資を行なう制度を35年

度も引続き行なうこととし，7億円を出資することとな

っている。また同じく34年度より実施された国有林,民

有林の併存地域に対する関連林道の開発事業を35年度

も引続き森林開発公団をして行なわしめることとした。

第三に山村経済振興，林業経営の合理化を図るため，

森林組合の合併促進を図ることとし，これがため新しく

合併奨励金を交付することとし，また経営合瑠上のため

の林業改良普及事業を拡充強化することとし，従来の補

筆者・林野庁林政隙

助金に加え，新たに改良普及員の増員，普及設備の拡充

強化を図つた°

第四に山村農民の所得の安定と向上を図るため薪炭に

ついて，従来の木炭生産合瑠上，出荷調整の諸施策を行

なう他，奥地製炭を促進しかつ系統組織の利用増進を図

るため，新たに共同利用施設に対する補助を行欺うこと

とした。次に各項目につき概略説明することとする。

（1）非公共事業

（1）共通的事項

補助職員の給与改善は人事院の勧告通り期末手当0．1

ケ月分増加等，国家公務員の給暴改善に準じた取扱いを

している。主た補助金については一率に昨年度の3％減

とすることにしている。また森林組合の検査職員につい

ては，現在員の10％が地方交付税廻しとなっているが，

これは農協，漁協の検査職員も同様である。なお，34年

度は5％減であった。

②森林総合同連合会育成指導費33,445千円（前年

度28,285千円）

(a)森林組合検査班補助金

職員設置費は現在の120名から10％減の108名と

なり，12名は地方交付税廻しとなったが，組合の検査

旅費を増額，検査に遺憾なきを期している。

(b)森林組合振興対策識補助金7,639千円（前年

度2,720千円）

ここで特筆すべきは新たに5,000千円の合併奨励金を

計上したことである。すなわち35年度において合併参

加組合より新生する200組合に対し奨励金を交付するこ

とにより合併の促進を図ることとしたが，この運用につ

いては今後計画的に行なうよう厳重に監査し，この奨励

金が捨て金にならぬよう注意する必要がある。その他欠

損20万門以上の不振組合186組合に対し指導を行なう特

別指導，及び森林組合連合会の職員等を都道府県の嘱託

として不振組合中特に執行体制不良のもの59組合に，

6ヶ月間長期駐在させて経営指導を行なう長期駐在指導

は従来に引続き行なうこととしている。

（3）木炭生産合幽上対策36,687千円（前年度27,418

千円）

(a)木炭生産指導強化費補助金

指導旅費は前年度に引続き3ケ年計画によって行なっ

ている生産出荷体制強化指導を行なう旅斐，及び地方庁

の職員が，講習を行なザために要する旅喪は前年度に引

続き計上し，また前年度で終了した規格改正の指導に代

り，新たに生産性向上，商品化促進のため改良窯，切炭

等の実地指導を行なう旅徴を計上している。

また精練計，硬度計等の規格整備のための器材費は，

3ケ年計画により前年度に引続きこれを計上している。

(b)奥地製炭促進擬補助金10,000千門（新規）

－1，－－



野崎：昭和35年度林野庁一般会計予算の概要

スポットであったのを2．0スポットとし，また新たに航

空写真の撮影費を200千町歩分計上した。

(b)実施計画樹立費補助金92,464千円

伐採届出，適否判定等の調査につき，人夫賃の改訂を

図ると共に，実施計画の編成のための現地調査結果の取

まとめ及び法令に定められた事項の関係森林所有者への

通知のため新たに内業費として1森林区当り年間10日

の内業人夫質を計上した。

（7）有推鳥獣保淡利.用3,347千円（前年度3,330千

円）

総体的には前年度と内容は大体同一で，禁猟区，保護

区の設置及び維持斐，有益鳥獣増殖費，狩猟法運営に伴

う経費等であるが，新しく野鳥のカレンダーの作成費を

計上した。

（8）森林病害虫等防除170,137千円（前年度155,135

千円）

国営松くい虫駆除及び突発害虫，発生消長調査費は前

年通りであるが，松くい虫防除の補助金については，34

年度の災害に鑑承災害跡地につき十分駆除し得るよう，

事業識を増加している。また新たに猪の害が最近ところ

､により烈しいのに鑑象，この駆除に要する国識を3,000

千円計上している。これは猪害の烈しい数県に限定し，

また県なり地元山村民の熱意を十分考慮した上で，国費

がいたずらに濫磯されないよう注意する必要があろう。

⑨優良種苗確保64,476千円（前年度54,866千

円）

(a)種子採取費補助金22,886千円

造林計画にも則り，公営の採取を増加させることが，

優良種苗確保の韮本ともなるので，この採取瞳を増大し

た。前年度全激の53％公営採取であったが，これを58

％にまで増大することとした。

(b)母樹林損失補償金22,144千門（前年通り）

(c)林木品種改良事業補助金16,934千円

採取林選定調査，精英樹クローン養成は前年度通りで

あるが，これば急激な事業量の増大をさけ，着実に今後

の事業を進行させあため35年以降の聯業量を平均化し

たものである。なお採種園，採穂園は年次計画に従って

これを造成するため事業量を増大した。

⑩林業普及指導402,773千円（前年度376,426千

円）

(a)職員設侭費補助金

単価は国家公務員に準じ増額したが，新たに78名の

一般改良指導員が増加された。すなわち1万町歩以上の

森林区に2名づつ改良普及指導員をおいて，普及事業を

より計画的に実施させることとし，従来の人員に不足す

これは新規に計上したものであるが，奥地製炭を促進

し，系統組織利用に資するため，簡易木炭搬送施設を設

臓するものに対し，1セット12万円の1/3補助を行な

うこととし，35年度は250セットを対象としている。

（4）木炭出荷調整対策20,938千円（前年度20,207

千円）

これは34年度より行なわれた薪炭対策の一つである

が，系統機関に対し委託販売を条件に木炭を保管させ，

保管機関は生産者に仮波金を支払って，この木炭を一定

期間保管し，需要期に販売し糖算する。この間に必要な

金利について都道府県が助成する場合にその一部を国が

補助するものであるが，35年度も前年度と同じ条件で

補助を行なうこととしたが，34年度の実績をみるとこ

の補助金が実際には余ｳ活用されなかった事実に鑑象，
保管を行なう時の条件，媛低基準価格やまた保管開始の

時期等について再検討し，本対策実施の目的にそうよう

反省すべきであろう。なおこの施鎧実施のため必要な県

の事務費を35年度より新たに補助することとし，731

千門計土している。

（5）保安林計画実施21,053千円姉年度14,668千

円）

(a)保安林指定調査委託磯2,000千円（新規）

保安林整備計画に基づく保安林指定解除の調査はすで

に完了したが，保安林整鮒計画の対象地以外の地域で災

害のため，毎年平均2,000件の荒廃地が新たに発生して

いる。この地域の複旧工事に関連し，その隣接周辺地を

保安林に指定する必要があるの:で，この指定調査を行な

うこととし，35年度より恒常的に前年度発生した新生

崩壊地を対象として調査を行なうこととし，過去5ケ年

平均件数の約4割程度を行なうこととしている。

(b)保安林損失補倣金5,000千円

禁伐または単木択伐を施業要件とする保安林に対する

損失補償を昭和34年度より実施したが，これを完全に

行なうため，適格性判定調査，評価調査を実情に応じよ

り綿密に行なうこととし，また補償金も前年度2百万門

を5百万円に増額，対策の公正を期することとした。

（6）森林計画366,682千門（前年度363,305千門）

この経費ほ前年度より35年度は事業量が減少するの

で事業喪としては減少するのが当然のようであるが，35

年度は内容を充実させることとし，計上費としては却っ

て瑠加している。

(a)施業計画樹立盤補助金274,218千円

前年度よりは事業鐘は減少するが，35年度において

は技術者給を450門より460門に，人夫賃を250門よ

り300円に改訂，標本抽出調査の功程を従来1日2．15
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る78名を増加，またその活動をより迅速により広汎に

行なうため，オートバイを前年度94台より1躍210台

に増加した。

伽都道府県林業試験指導機関育成強化8,535千門

現地適用試験としては，タンニンアカシヤについて新

規に10県行なうこととし，連絡試験としては防風林更

新試験基礎調査を新規に行なうこととした。なお普及技

術の源泉及び教育活勤のより所とするため，各県に技術

センターを設けることとし，これに必要な設備器材等を

補助することとし，新規に15県分3,750千円（1県500

千円の1/2補助）を計上している。

（2）公共事業

（1）治山事業

5,796,200千円（前年度当初4,581,270千円）

（〃補正後5,274,270千門）

事業量14,560m前年度補正後割喋伸度率
651ケ所6,073m105.3%
20,46711d563ケ所

19,425加

内

直轄治山556,000千門（前年度464,700千円）

事業鼠115ケ所115ケ所酬業競仲度率
1,05311d71811q146.7%

補助治山

4,821,700千円前年度当初3,760,249千円

補正後4,453,249千円

事業量14,560m柿正後聯業測申度率
536ケ所13,500m103.7%
19,414畑510ケ所

16,3541Iq

(a)治山事業については前述した通り，国有林野事

業特別会計に治山勘定を設けることとし，これを計画的

に行なうこととしたが，この基礎となる治山事業10ケ

年計画は総事業費1,300億円を計画し，10ヶ年の伸度

率8.7％，内前期5ヶ年では伸度率11.7％を予定して

いる。なおこの計画を実施すれば，昭和34年度末荒廃

地319千ヘクタールの内緊要なもの約3剛が5ヶ年に復

旧または予防され，10ヶ年で概ね昭和初期の比較的安

定していたと承られる山地の状態に復原することができ

るものである。

なお前期5ヶ年の計画の概略は次の通りである。

（単位百万円）

(b)保安林改良事業85,600千円（新規）

保安林の配備は昭和35年度をもって完了するが，既

往の災害や土地，気象条件不良のたあ林相頚上し，十分

な保安機能を期待できぬ保安林を対象として，補植，改

植，施肥その他部分的に簡単な施設を実施して所期の保

安効果を回復向上を図る必要があるので，特に35年度

よりこの改良事業を新設35年度はさしあたり4,500hq

を対象とすることとしている。

(c)特殊災害荒廃地復旧事業773,490千円

昭和34年における災害はきわめて激甚であり，これ

が原因朧山地の荒廃に起因する所が多く，特に激甚県に

鮪ける災害の早期復旧を可能ならしめるため，緊急治山

について特例措置がとられた。すなわち通常の場合は7

年で復旧を完了する計画で県蜜負担分については当年度

のみ90％起侭次年度以降は，一般の複旧治山に含ま

れ45％の起債が認められるのであるが，34年度の激甚

県分については，特に4年で復旧が完了する計画で，ま

た毎年度概収80%の起債が認められ各年度の元利臘還

金の57％が標潤け政需要額に算入されることとなり，

特に新しく特殊災害復旧事業としてこの特例措臘の計画

的推進を図ることとした。

（2）造林事業

3,140,950千円前年度当初2,931,462千円

補正後2,882,862千円

事業堂270,276“

補正後254,042“伸度率10.63％

林業長期計画に基づく造林計画は昭和55年末に800

万町歩の造林を目標としており，当面は37年度末を目

標とする5ケ年計画に従ってこれを行なうが，拡大造林

を主要手段とし再造林補助を併せ実施することとしてい

る。なお融資造林については，前年度同様農林漁業金融

公庫へ7億出資し事業の拡充を期している。なお保安林

についてはその公共性より特殊な施業制限を受けている

現状からして林相を整備し保安溌能の向上を図るために

は，一般造林より高率補助を必要とするので，今後予算

の実行に当ってはこの点も十分考慮致したい。

（3）林道事業

2,409,550千円前年度当初2,193,915千円

補正後2,116,015千円

内

開設2,307,773千円

事業量1,262km(1,112km)伸度率113.4%

改良101,077千円（新規）

290ケ所

(a)開設事業

ノ

細
一

ミー

＆

.一

|事業饗
8，993
1，128

48，548
1,333

55，003

|国費
2，662
752

30,625
833

84，883

直轄治
直轄地蓮
補助治
補助地莚

山
り
山
り
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の場合に準じ，5割，3割の2段階とし，35年度は290

基の改良を実施する計画である。

（4）災害復旧事業

1,243,000万円徹年度当初503,287千円）

補正後907,742千円

34年の災害がきわめて甚大であったので，35年度災

害復旧費も当然増加しているが，趣旨は32年災は100

％完了，33年災は85％迄，34年災は65％迄復旧す

ることを目標としている。

（3）融資

国有林野事業特別会計より一般会計を通し7億円を農

林漁業金融公庫へ出資し，造林融資にあてることは前述

した通りであり，公庫からの融資枠は次のようなもので

ある。

（単位百万円）

既開発林の過伐度を現状以上に甚化せしめないように

するため，林道の開設を促進し未開発林を急速に開発す

る必要がある。

従って林道開設も5ケ年計画に基づき事業蛾を確保す

ると共に，特に林道網の中軸となる幹線林道の早期完成

が必要であるので，特に1号，2号林道を重点的に実施

する計画である。

(b)林道改良事業

これは多年要望もあり35年度より確立された新規事

業である。すなわち既設林道のうち橘梁の機能低下によ

る輸送効率の不良なものが多いが，一方山元より消磯市

場への長距離輸送が盛になり，トラックの大型化と相ま

って木橋の永久橋架替が強く要望されてきた。

しかしこの事業は多額の経費を要し，林業生産の収益

採算からぷて，全額自己負担による実施はきわめて困難

であるので，既設自動車道にかかる木橘のうち相当の年

月を経で機能の低下し，架替による事業効果が顕著なも

のについて国が補助して架替を促進する必要があ為。こ

のため今後10年計画をもって5,081韮（工事量41惚

6千万円）を架替することとし，補助の採択韮準は開設

L

一
二

造林’
1，440

1，190

＋250

林道伐調|共同利用|合計

畷':畷
1,060

1，060

85年度

34年度

差引

｜

|’

ノ

ス ギ赤枯病の予防には

特許黄色亜酸化銅粉剤窒号を.〆
●

数年に豆る林業試験場の実地試験の結果次の如く其の薬効が認められている。
薬効はボルドー液に匹敵する。

文献林業試験場研究報告No.52.62.81.82.
前林業試験場樹病研究室長野原勇太氏著スギ赤枯病の防除

（1）澗剤の必要がないから簡単に実施出来る。
②水を使わないから水利を考える必要がない。

（3）使用には天候や時間を選ばない。液剤は降雨中，朝霧時等の使用は不適当
であるが，本剤はこのような時にも効果的に使用出来る。
（4）使用中途で中止しても薬剤が無駄にならない。
（5）展着性,残効性は良効で薬害の心配は全然ない。
（6）薬価はボルドー液の約2倍であるが労力は約10分の1で済む。総経費は
約2割節減される。

スギ赤枯病，反当1回3～6斑。馬鈴馨，トーマト疫病，反当1回3冠。
撒粉機によって其の総撒布する。BHC,DDT等との混用も可。

蝋AI"(3遜入8袋木箱藷')2潮ﾂ}運賃本社負担(但し日通配達区域内〕
運賃本社負担とした為大巾値下げとなりました。

外林産業株式会社東京都千代田区六番町七番地
（東北共同化学工業株式会社製造）

効1．薬

《
一2．使用上の利点

適用病

使用

価

害
法
格

●
０
■

Ｑ
Ｊ
、
４
戸
、

売発
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昭和35年度

国有林野事業特別会計予算

の概要

片山正英

■'一戸･＝，寺孟￥守宮一■■■~d■■一匡劃口包ごー■一一口q一＝一一一－ご‘＝垂

昭和35年度国有林野事業特別会計予算は一般会計予

算とともに今春に持ち越され，去る1月13日閣議の決

定をみて国会に提剛される運びとなっている。

以下その概要を前年度予算との相違点を中心にして要

約したい。

35年度国有林野事業特別会計予算の規模は才入にお

いて約561億4千5百万円，才出において約572億4千

5百万円と才入才出において11億円のアンバラ予算と

して編成を象たことはその形式としては前年度と同様で

あるが総額としてはそれぞれ前年度比6％の増加となっ

ている。

その内容としての予算編成の考え方としては34年度

予算の継続予算ともいうべきもので従ってその骨組幟国

有林生産力増強計画と民有林協力辨菜の二つの支柱によ

って構成されている。

御承知のごとく生産力増強計画は国有林の大半を占め

ている老令過熱の天然林を速やかに成長旺盛な人工林に

切替えることを目途として人工林地の拡大（現国有林人

工林面積約110万町歩を320万町歩に拡大する）と奥

地林の開発（林道)44,000kmの開設と生産の機械化を

図って面積約300万町，蓄積17億石を開発する）に主

眼をおいて，その計画は昭和72年の今後40年間に達

成することを目標として樹立されているのであるが，こ

の予算化については34年度を初年度として認められて

今年度より全国有林を対象として実施に入っているもの

である。

また民有林協力事業も昭和32年第28国会における

衆議院の決議の次第もあって，これまた34年度を初年

度として予算化され実施にうつされているものである。

従って35年度予算はこのように34年度において長期

計画のもとに計画され，予算化された事業を今後も引続

いて計画通りにさらに一段と強化運営せられることに主

眼をおいて機織の充実等2，3の新規予算を加えて決定

を承たものである。以下主要な費目毎に説明を加える。

（1）築理費について

筆者・林野庁業務課

管理費の総額は135億7千8百万円で前年度比約9％

の増加となっている。

予算額としての主なる増加は定期昇給と定員化による

ものであるが，新たに組織儀構として，北海道営林署の

増設と林野本庁及び営林署の壌瀧の充実が認められた。

（イ）北海道内営林署の増設について

生産力増強によって増大する事業鐙に対処して特に従

来広大な面職を有して粗放な経営を行なわざるを得なか

った北海道の第一線の機構の充実を図るために営林署の

増設15署を計画し初年度（35年度）として面積,事業

量共溌も大きい3箸をまず分割することとし旭川営林局

上川署，札幌営林局振内署，帯広営林局釧路署の分割新

設を行なう。

（ロ）林野本庁及び営林署の経営管理組繊の拡充につ

いて

最近と承に複調上，専門化している労務関係の事務を

整備すると共に福利厚生の面の強化を図り，かつ事業全

般の運営を円滑に進めるため林野本庁に2課の新設（定

員2名増）と全営林署341署（新設3署を含む）に署長

を補佐する管理官（仮称）各署1名を新設する（ただし

既定定数の振替による）等である。

このことはわが国産業の近代化のための労務管理のあ

り方がますます重要になって来ようとするとき国有林野

の事業の過半を占める労務費についてもその合理的な管

理を通じて経営の健全化と作業員の安全と厚生を図ろう

としているものであり，かつはこのことによって生産力

噌強計画等を推進する鍵として要求せられ，決定をゑた

ものである。

管理費については以上のことが要点であるが最後に一

言つけ加えるならば妓近10カ年の特別会計予算をゑる

と管理費の予算総額に占める割合は20％より24％の

間を前後しながら漸次その割合を大きくしている傾向を

示している。

しかしこの間臓収穫量の伸びと木材価格の_上昇にたす

けられて管理費も比較的容易に伸長し得る基盤をもって

いたといえると思うのであるが，今後の特別会計予算規

模の推移を想定するとき計画（生産力増強計画）ばすで

に収穫量の限界を示し，木材価格もまたその騰貴に多く

を期待することが困難な状況において従って収入規模の

増大がますます困難な見透において不可避的に増大せざ

るを得ない管理磯に対して今後予算的に問題をなげかけ

るものと思われる。

②事業費について

事業費の35年度予算の総額朧約402億9千7百万円

で前年度比7％の増加となっている。以下主なる事業に

ついて予算とその事業の方向について略述する。

（イ）製品事業について

－5－
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片山：昭和35年度国有林野事業特別会計予算の概要

製品事業の35年度予騨は150億4千4百万円で前年

度比7％の増となっている。ただしこの増加の内容は各

珈業共通のことであるが従来一般会計に繰入れられて公

共職業安定所から支払われていた失業者退職手当負担金

が35年度から一般会計に繰入れられることなく直接事

業澱より支払われることとなったことによる燗が含まれ

ていること及び生産量100万石の増にあるものである。

製品磯が今迄人夫賃の間|職，奥山の移行等によって，

その増加を余儀なくされてきたが特別会計としての独立

採算制を考慮するならば直営生産の生産単価の引下げは

必然的に行なわざるを得ない問題である。

林野庁は33年以来製品事業所を整理統合して経済ペ

ースにのる事業規模に改偏すると共に磯械化を推進して

原価の引下げに努力してきたのもこのためである。

製品事業所数は32年度1,140カ所を有していたが現

在は793カ所となり，35年度はさらに7“ヵ所に減ず

る計画である。

機郷上もまた最近目ざましい発展をとげてはいるが未

だにコストダウンとして現われる段階にまでは至ってい

ないが最早や機械施設も50億円を算え伐木，造材，集

材等事業の半ばに達するまでの機鯛上を示している現在

今後は特に経済効果に主眼をおいて機械効率の向上を図

ることとする。

（ロ）林道事業について

林道事業の35年度予算は約85億3百万円で前年度

比新設単価の増を主としての約2％の増である。実行の

重点は幹線林道の拡充と森材歓道及び車道等から自動車

道への改良を図ることとする。

（ハ）造林事業について

造林事業の35年度予算は約85億3千2百万円で前

年度比18％の増と大幅の増加を象ている。

増加の中心は生産力増強計画に定められた人工造林面

秋約75千町歩の確保である。

昭和33年度よりの造林の推移は37年度をピークと

しているが造林面稜の伸びからすれば35年度は前年度

より10千町歩の大幅の増加となっており，この点増強

計画の達成の成否ば造林事菜においては35年度にかか

っているといい得る訳である。新値面積の増大と新植地

の奥地化にともなって造林事業の労務の雇伽や功程の面

に大きな問題を残しているが農山村地元労務の実態に即

応するよう対処すると共に事業量の確保と事業単価の低

減を図るため腫地拾，下刈等を中心とした造林事業の機

概化を統一的に強力に推進する。

なお育種場における締英樹，クローン養成事業の進展

に歩調を合せて採種園，採穂園の造成拡立を図ることと

してい馬)o

（二）治山螺業について

治山事業の35年度予算は約34億2千5百万円で前

年度比災害復旧事業の増によって5％増となっている。

事業は建設省，県と連薬を図りながら集中的に施行す

ると共に災害復旧と河床整理等予防治山にその重点を指

向する。

（ホ）官行造林事業について

官行造林事業の35年度予算は約16億2千5百万門

で前年度比13％の増となっている。

官行造林事業は32年度以降分収造林特別措置法の関

連から技術的に経済的に一・般投資の困難な奥地水源林地

帯334千町歩の造林を実施する方針のもとに35年度に

おいても水源林を主体として16,000町歩の達成を図る。

なお官行造林地の伐採はこれを適正伐期令で伐採する

とせば36年度以降本格的に主伐期に入るため特に今年

度は適正伐期令を適用した場合の長期計画を確立するこ

とに重点をおいている。

（へ）調査事業について

調査磯としての35年度予算ば約5侭6千8百万円で

前年度比17％の増となっている。

この中で特に新しい事項としてば国有林野経営の基本

問題を恒常的に研究するため‘‘国有林経営研究所，，の設

立を承ることである。

この予算として35年度は1,500万円を計上している。

股後に民有林協力事業についてその予算概要を申し上

げれば班業内容，事業規模は前年度とほぼ同程度であっ

てそれぞれ各事業におり込童れているものである。

すなわ､ら34年度に引続き約10億7千7百万円をも

って，

(a)国有林と民有林との両者の開発に資する関連林

道815百万円

(b)林木育種場の運営及新設(2カ所）を主体とす

る林木品種改良事業111百万円

(c)地元農山村振興方策として，

放牧採草地改良21百万円

薪炭共用林改良33〃

海岸林の拡充98〃

等の各事業を実施するとともに新規事業として4千5百

万円の予算をもって民有林用の優良種子採取と，その貯

蔵施設の新設を計画している。

これは民有林造林用種子の備蓄用のものを種子の豊凶

にそなえて国有林で採取して民有林造林に資せんとする

もので，そのために採取林の設定，保育及びその貯減施

設を新設せんとするものである。

ム
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片山；昭和35年度国有林野事業特別会計予算の概要

なお以上のほか前述した11億円を一般会計に繰入れ

て，うち7億円を34年度同様に，民有林長期造林融資

の源資とし，残4億門は民有林治山事業の一部財源とし

てそれぞれ活用せられる。以上35年度の民有林協力事

業の経費は一般会計繰入分を含めて合計約22億2千2

百万円（前年度20億6千2百万円）である。

ここで留意すべきは34年度における一般会計繰入と

しての10億円は33年度における利益剰余金を対象と

して特別会計法第12条の規定によって行なわれたもの

であったが35年度における11億門の一般会計への繰

入れは34年度がたまたま伊勢湾台風等の大災害発生の

ため特別会計の決算としては赤字見透のため第12条の

適用は困難であり，従って11億円の繰入のため及び後

に述べる国有林野事業特別会計として新たに設けられる

治山勘定の設定のために特別会計法の改正がなされるも

のである。

以上が35年度特別会計才出予算の概要であるが才入

についてはまずその大宗を占める収穫量については風倒

木の処理をふくめて実行計画として68,551千石が前年

度の68,288千石とほぼ同瞳であるが収入は約31億円

の増収を市況の上昇，製品生産の増加によって購うとし

ているものである。これらの概数は別表‘‘昭和35年度

国有林野事業特別会計才入才出総括表”を参照願いた

い。

般後に35年度より新たに設けられることとなった国

有林野事業特別会計の治山勘定について一言付け加えて
誰をおく。

この治山勘定の設定は民有林の直轄事業，輔助事業の

画期的な拡充と一元的運営を図ることを主眼として所要

－→

の法律改正も行なう予定のものであるが，事業としては

従来通り直鰭事業は営林局署で行ない，補助事業は営林

局署を通すことなく直接都道府県に資金の交付を行なう

こととしていいる。

蕊業没としては10カ年計画を策定し総事業費1,300

億円を予定し，うち前期5カ年においては事業愛550Im

門，国礎348億円，35年度としては事業費87徳門，

国徴57億9千6百万円を計_こしており，これは前年度

当初成立予算に比し約12臆1千万門の増額となってい

る。

昭和35年度国有林野蝋業特別会計才入才出総括表

国有林野事業収入
他会計より受入
計

管理鐙

#鱸職処欝費
製品費
林道費
調査費
造林費
治山費

瞥篭鱸
民有林保安林買入費

艫鱸懲
予備盤

計

|前年度予算35年度予卿
才

才

入

百万円
52，955
91

53，046

出

12，431

37，”4
817

14,106

8，295
488

7,215

3，261
263

1，440
1，036
874

2,003

2,318

“,046

I

百万円
56,048

97

56，145

18，579
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並びに組繊及び運営に関する事項の大綱を定め，併せて

国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することに

より，地方公共団体における民主的，能率的な行政の確

保を図り，地方公共団体の健全な発達を保障することを

目的として諸般の事項が規定されている。従って行政の

流れとしての国の行なうべき事項と都道府県の行なうべ

き事項と市町村の行なうべき事項との区別の基本が規定

され，さらに地方公共団体の行なうべき行政を実施する

上に必要な組識，並びに運営の埜本的大綱が示されてい

る。

すなわち普通地方公共団体（特別地方公共団体は含ま

ない）たる都道府県及び市町村の行なうべき行政事務の

範囲は公共事務と法律またはこれに基づく政令により普

通地方公共団体に属するものの外，その区域内における

その他の行政事務で国の事務に属しないものを処理する

と規定し，法律またはこれに基づく政令に特別の定めあ

る場合を除いて一般的に都道府県と，市町村の行なうべ

き行政事務として，

（1）地方公共の秩序を維持し，住民及び滞在者の安

全，健康及び福祉を保持すること。

（2）公園，運動場，広場，緑地，道路，橋梁，河川，

運河，溜池，用排水路，堤防等を設置しもしくは管

理し,またはこれらを使用する権利を規制すること。

以下請般の事項が示されているが，その中に森林，牧

野，土地，市場，その他公共の福祉を増進するために適

当と認められる収益事業を行なうこと。あるいは，治山

治水事業，農地開発事業その他の土地改良事業を行な

うことが含まれている。

これらのうち都道府県ば市町村を包括する広域の地方

公共団体として(1)，広域にわたるもの②，統一的な処

理を必要とするもの(3)，市町村に関する連絡調整に関

するもの(4)，一般の市町村が処理することが不適当で

あると秘められる程度の規模のものを処理する。と規定

され市町村の行なうべき事務との韮礎的な区分を示し都

道府県の行なうべき事務の数多くが例示されている。

従って媛後に市町村は特別な能力，規模を持つものを

除き一般的にほ基礎的な地方公共団体として国及び都道

府県の行なう事務以外で自治法第2条第3項で例示され

ているような事務を処理する責任があることに規定され

ていることになる。ただし規模及び能力に応じては商等

学校，盲学校，病院，その他の教育，保健施設，労働福

祉，文化財の保護及び管理，農林水産業及び中小企業そ

の他の産業指導及び振興，等一般市町村の処理すること

が不適当と認められる程度の規模の事務も処理すること

が出来ることになっている。

自治法の条文をさらに進めると，市町村が処理しなけ

ればならない事務と市町村長が管理し及び執行しなけれ

〈 一～

口
市 町村行政

と

林務行政

渡辺 武夫

一～ー～ へ～

1．前論

市町村が行政の未端機樵として重要な地位を占めてい

ることは衆知のことであるが，その中で林務行政として

どのような責任を負っているかを眺めたとき，他の行政

部門の責任に比しあまりにも不明確な姿に置かれている

のではないかと思われる。林務行政の推進，林業の振

興，等を考える場合，今後の行政としてはこの点を考慮

することが必要ではないかと考えられる。

われわれは森林組合，木炭生産組合，等の関係組織を

利用して補助金事務その他の事務を行なっている一方，

市町村から関係資料の提出を求めたり，林道や治山事業

の施工の申請を徴したりしている。これらの事務の中で

法律またほ政令等に基づき市町村または市町村長の責任

として行なわれている事務がどれだけあろうか。現況は

ほとんどの行政が市町村が好意的協力として林務行政に

協力しているか，法的変任において市町村行政の一部と

して実施しているのか疑がわしい状態にあるといえよ

う。

このような面が明確化すれば森林区や森林組合の区域

との一致等の問題，その他の面もすっきりして，県が市

町村を指導監督をする面も明確にされよう。従来の林務

行政は県段階から森林または森林所有者に直結する形が

基本であり，国有林における営林局，署，担当区，の関

係を県，農林事務所改良指導員，といった形で考えて

来たともいえるであろう。今後の森林法その他において

は国，都道府県，市町村，という一環した姿においての

林務行政運営を体形化し民有林行政の推進と林業振興を

はかることが大切と考え，これらの点に対し二，三の考

察を行なってゑた。幸に諸氏の御賛同を得れば望外の喜

びである。

2．地方自治法に定められた市町村の行政的責任

林務行政を取り上げる前提として自治法に述べられて

いる市町村の全般的行政査任について検討すると，自治

法には，地方自治の有旨と基づいて地方公共団体の区分

ム

ー

ー

通

Ｐ
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』
一

筆者・佐賀県林務課長

－8－



＝

÷

一

渡 辺：市町村行政と林務行政

ばならない事務とが区別して例示されている。市町村が

処理しなければならない砺務の中には，急傾斜地農業振

興臨時措置法の定める艇業振典事業の実施に関するこ

と。湿田単作地域艇業改良促進法に基づく事業の実施。

海岸砂地地帯農業振興。畑地農業改良。特殊土壌地帯災

害防除事業等の実施。農地法の対価徴反。牧野法の牧野

利用。漁港の維持管理等等と農業，水産，関係の多くの

事項が示されているが林業に関しては何の事項も示され

ていない。

また市町村長が管理し及び執行しなければならない事

務として，総計法及びこれに韮づく政令に定められた指

定統計調査に関する事務から始まって多くの事項が示さ

れているが，農業関係では農産種苗法による種苗業者の

氏名住所その他の事項に関する届出を受理し主務大臣に

報告すること，水稲健苗育成施設の普及計画の作成に関

する事務を行なうこと，等を13項目が示されている

が，林業関係では森林法の定め為ところにより，森林ま

たは森林に接近している原野輔における火入を許可する

こと。の一項目が示されているの承である。結論的に現

在の自治法で具体的に市町村またば市町村長の責任とし

て示されている刺誌行政は林野火入の事項だけと見られ

る状況である。

もちろん自治法の例示事項は総てでなく，他にも多く

の事項が含まれるわけであるので，それぞれの法律また

はそれに基づく政令等を見れば市町村または市町村長の

淡任事項が規定されているといえるかも知れないが，主

要な項目がほとんど例示されているなかに唯一つ林野火

入だけが含まれているとき，一般の人の受け取る感じと

しては市町村長の立場としての林務行政面の責任は非常

に軽いと考えられてもやむを得ないと思われるのであ

る。しかし林業には公有林野の問題があり，この点関係

町村としては関心も深いことは当然であるが，それだか

らといって林務行政全般に対し強い責任を有しているこ

とにほならない。また新町村建設計画や町村合併促進法

においても国として国有林を売り払うことを規定し，合

併町村は住民の生業に資するよう配慮しなければならな

いと規定されているの象であり，その他従来から存立し

て来た公有林野官行造林制度あるいは部分林の制度等は

必ずしも現行自治法による市町村を対象としたものでは

ないので市町村としての行政責任の規定とは考えられな

い｡

3．林務行政上から市町村または市町村長の責任

として明確化すべき事項

以上述べたように林務行政上の寅任が明掴こされてい

ないため，町村有林を多く所有している町村でも自己の

所有山林の経営に熱中し一般森林所有者あるいは山村民

または林産業者に対する林務行政上の指導は軽視され，

県あるいぼ県の出先機関が四苦八苦しているといった面

が非常に感じられる。従って今後の民有林行政の推進に

はより強く市町村あるいは市町村長の責任を打出して制

度的に国と都道府県と市町村との関係を緊密化すること

が必要であろう。今これらの点について二，三の考察を

加えて承たい･

(i)森林計画関係の事務

現行森林法では国が韮本計画を示し県が施業計画を決

定し改良指導員が実施計画を作成していることは良く知

られているが，市町村長朧森林区実施計画案の送付を受

け利害関係者に縦覧させなければならないと規定されて

いるの承である。従って計画の樹立及び実行については

無関心となっている。この場合森林所有者からの伐採届

あるいは許可申請等の市町村別受理を市町村（または

長）の責任としていたなら市町村の森林計画に対する態

度はもつと強化されたと思われる。改良指導員は市町村

から提出された届や許可申請に埜づき事務を処理し実行

照査を行なえば能率的で効果も高霞つたと考えられる。

(ii)造林関係の事務

造林事業の基礎をなす樹苗に関しては林業種苗法があ

るがほとんど死物化しており改正の要にせ寮られてい

る。この場合先に述べた艇産種苗法で種苗業者の氏名そ

の他の届出を受理し主務大臣に報告することは市町村長

の責任となっているごとく，林業用樹苗の養成者に対す

る市町村長の責任を考えることも一法であり，母樹林の

保謹管理等の黄任も市町村に分担させる必要があると考

えられる。

(iii)森林病害虫の防除関係

森林病害虫の防除は公衆衛生に準じたものとして当然

市町村が責任の一端を持つべきであり，主務大臣の駆除

命令を市町村（または特別区）が掲示する義務だけでは

あまりにも簡単すぎると思われる。

(iv)保安施設関係

保安施設の章は森林法でも重要な部門であるが，保安

林の指定または解除の申請肱地方公共団体の長または直

接利害関係者が農林大臣へ申請することになってをり,

市町村長は利害関係者と同等の立場になっている。また

指定，解除の通知の掲示についても市町村の責任として

は明記されていない。また維持管理についても市町村の

立場は規定されていない。砂防法においては維持管理を

市町村に行なわせることが出来ると規定している点を考

えるべきで，保護組合の設隠等を市町村側の責任とする

ことも一法であろう。

－9－
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渡辺：市町村行政と林務行政

(v)その他の事務

以上の外にも普及事業，森林組合，伐採調制資金等な

の行政推進上市町村の占ぬる重要性は大きいと考えられ

るので末端行政機関としての市町村の存在を常に念頭に

置いて法律や制度を考えるべきであろう。さらに各種の

委員会においても農業のごとく市町村に委員会を持つも

のは一つもなく法定のものとしては都道府県に森林審議

会を持つのみの現状である。新しい林業の推進の面から

市町村における林業関係の委員会の制度等も必要として

考えられよう。

4．結語

以上自治法の現状を主体とした林務行政の問題につい

て検討したのであるが，地方税法第551条以下で規定し

ている木材引取税の問題，あるいは天災による被害農林

漁業者に対する資金の融通に関する暫定措置法（30年

8月5日施行法律第136号）の被害認定においては林業

関係被害の認定も他の被害と共に市町村長が行なうこと

となっている等，自治法の例示以外の部門で市町村側の

責任となっているものが無いわけではない。j

しかし非常に少ないため県とLて市町村に林務行政の

一部を処理させているのは，自治法第153条の3項によ

り補助執行をさせているのだとせられる面が多い。すな

わち都道府県毎に条令または規則要綱等の一部により市

町村の責任を示している状態である。従って今後の林政

としては市町村を行政の執行磯関として重視し補助金等

も考慮し執行体制を整備させることを考えるべきであ

る。

今迄の林政が主として住民を無視し森林所有者や山に

直結しすぎたと見られるが，林業の近代的推進をはかる

ためには，森林所有者ばかりでなく，山村民の所得向上

と共に第二次，第三次の加工産業の進展をはかり国民所

得の増大を期途しなければならない。そのためにも市町

村の行政責任を明確化し，市町村の事務執行体制を強化

し国と県市町村の完全な連繋により行政効率の向上をは

かることが必要と確心してやまぬものである。

（34．12．26寄稿）

《
一

、

P

は，著者は研究者であると同時に実務の技術者でもあり

ます。

したがって，今回刊行された「苗木の育て方」の大き

な特色は，実際的であって，しかも，一つ一つの操作に

も研究結果をもとにした理論づけをしてありますので，

何故こうしなければならないかということを納得しなが

ら身につけることができるわけです。著者自身の体験か

ら綴られたもので，糊と鋏での組立てでないことが手引

醤としての第一要件にかなっているわけです。著者直接

の成果でない接木法についても，その方の権威者である

静岡林業試験場長横山保氏の許に度盈訪れた磯会に，

そのポイントを会得して書かれた内容であります。

第2の特色は，手にとって親しく内容を見易いことで

あります。これは写真や図表を多くとり入れ，むしろ，

これで説明をすすめている体栽です。写真によって端的

に表現することはなかなかむずかしいものであります

が，大いに効果をあげているのは，著者の卓抜な写真技

術の賜であります。

育苗は播種によるものだけでなく，挿木法についても

詳しく述べてあり，さらに選抜育種のために是非必要な

接木法を加えてあり，苗畑作業中不可欠な堆肥の作り方

が加わっていることは氏の過去の著書にない新しい点で

あります。（林試・土壌調査部橋本興良）

苗木の育て方
，

宮崎

佐藤

榊
共著発行地球出版社
享234頁A5判定価480PJ

典

この著書は実務者の手引書としては完壁のものであり

ます。しかし，苗木を何万本生産するには苗畑管理の手

順をどうするかということは述べていません。これが目

的ではなく，むしろ，このような避産主義に対する弊害

への抵抗であるとも感じとられます。いくら増産しても

優良な苗木をつくらなければ造林成織が向上しない。ま

ず優良な苗木をつくる必要がある。それでは優良な苗木

とはどんなものか？優良な苗木を作るのにはどうすれ

ばよいかということが主眼であります。

著者の一人である土壌調査部長宮崎榊氏は，‘‘研究

者が一人前の苗木を作れないようでは，試験の結果も真

実の内容を表わすことはできない。理想的な苗木を作る

鮨力を身につけることが先決である。,，と，しばしば忠

告される。また，著者の研究態度も，苗木の生理につい

ては水耕，砂耕によって基礎的な研究を重ねる一方，苗

畑の研究では，原理を知るための研究設計ということよ

りも，すぐに苗畑施業に生きるような研究設計に重点を

おいて進めてこられたようにうかがわれます。このこと

一
一

〃
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御参考になればと考え，まとめて見た。

調査は昭和34年鹿児島県伊佐農林高等学校伊藤靖彦

教諭の尽力をわずらわし’同校の農科，林科の生徒に質

問甑項を記した調査用紙を渡し，自宅に持って帰り，父

兄の林業についての疑問や，求めている知識について迅

ねて記入してもらった。生徒は父兄のいうことを代筆す

るが，自分の持っている疑問等は記入しないよう固く戒

しめてもらった。しかし，それでも一見して明かに，生

徒自身の考えを書いたように感じられるものは資料から

除いた。同校は鹿児島県の北部，伊佐地方の中心である

大口市にあるの-で，通学する生徒はその付近の農村の子

弟が多い。同地万は鹿児島県の北海道と呼ばれる地帯で

あるが，伊佐盆地は米産地として知られ，また森林にも

寵象，県北の林業地淵である。

回答者は28名で，大部分大口市及び伊佐郡内のもの

であるが，少数薩摩郡，姶良郡，宮崎県西諸県郡のもの

が混入している。職業はほとんど農業であるが，中に林

業，また商業，あるいは木工業（柄木）がある。商工業

者にしても，いずれも若干の林地を所有している。

回答を求めた事項は,平素知りたいと思ったり，ある

いは疑問についてであって，それぞれ調査用紙に項目別

に「質問」として記入してもらった。項目は次のように

分類した。

（1）苗木養成

（2）造林（植付，下刈，間伐，施肥等）
（3）材積測定

（4）利用（伐採，運材，貯材，林道等）
（5）製炭

（6）椎茸栽培
（7）立木及び林産物販売

（8）その他

以上によって得られた資料から，次のような結果を観

察することができた。

まず項目別に質問者の数を見るに，第1表のようであ

る。

第1表

農民はいかなる

・・林業知識を

．．・・・求めているか

山添精
一
一
一

農民は自己の所有する山林を，それぞれその規模によ

って，また林業に対する意欲や理解の程度によって，あ

るいは集約に，あるいは粗放に，さまざまの形で施業

し，経営している。かれらは林業の実際の仕事をするに

当って，林木や林地に対して，いろいろと疑問を持ち，

また知識を欲しているだろう。一体農民は林業について

いかなる知識を求めているだろうか。私が具体的にこれ

を知りたいと思った勤機は，次のようなことからであ

る。私は学校で林政を担当しているが，調査等の用務で

農村へ出張したとき，役場の林業係や，あるいは部落の

区長さん，村の篤林家というような人達からよく質問を

受ける。質問事項は造林に関係したことが多いが，専門

が違うので，回答に苦臓することがある。自分の調査に

ついて，いろいろと便宜をはかってもらう必要もあるの

で，簡単に「専門が違う」と素気なく逃げることもでき

ず，といってよい加減な返答もできず，日常の見聞で得

た知識や，林業の現場をふんだ多少の経験で，責任の持

てる程度で回答しているものの，確信の持てないことも

時にあって，申訳なく感じることがある。このような経

験と，もう一つは，新しく発足した林業試験研究九州ブ

ロック協議会の委員や，同じく鹿児島県内連絡会の委員

を拝命して，今さらながら，鹿児島県の林業発展のた

め，採り上げるべき最も大切な試験研究事項は何である

か，また農民の体験から解決を欲している，いわば足下

の技術的な問題は何であろうかと，痛切に考えたからで

ある。林業改良指導員の方点腫，農民の求めている林業

知識については，職務上よく知っておられるに違いな

い。ただ私はもう少し広い範囲で，農村，山村の相違に

よってあるいは林業の発達の段階の異なる地方によっ

て，艇民の求める知識にいかなる相遮があるか，あるい

は林業知識の普及にどの程度の差異があるか，このよう

なことを知りたいと思った。しかし手不足のため，今こ

こで報告できるのは，鹿児島県の北部地帯で調査し得た

結果に止まるが，林業行政に関係せられる会員の方之の

＝

●

青

一

’
質問者数項目別

名５
５
３
３
１
４
《
３
８
２

１
２
１
１
１
９

①
②
⑧
㈱
⑤
佃
伺
⑧

苗木養成
造林
材積測定
利用
製炭

藍溌織産物販売
その他

計

すなわち造林に関して質問しているもの股も多く，苗木

義成,椎茸栽培,材溌測定,製炭に関する質間これに次ぎ，

農民の林業に対する関心が那辺にあるかが知られる。

またこれらの項目の中でも，種☆の質問を包含している

から，さらに質問を細別すると，第2表のようになる。箪者・鹿児島大学教授
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山添：農民はいかなる林業知識を求めているか

（へ）8年前に植栽したスギ林木の伸長が止ってい

る。その原因，また施肥すれば生長するか。

（卜）造林後3年の猷肥スギ2nl程度のものが枯死
したが，枯死原因について（溜池がそばにあるの

で水分は十分にある)。

（チ）キリの栽植は有利か。その分根法について。

（リ）樹種別の植付間隔について。

（ヌ）伊佐地方に適したスギ品種は何か。

（ル）樹令20年位のスギ，ヒノキ林の間伐におい
て，残存木はどの程度が適当が。

（ヲ）間伐を実施する時期（樹令，あるいは欝閉度
によって)，程度，回数。

（ワ）樹種別間伐方法について。

（力）下刈臓年1回がよいか。2回がよいか。

（ヨ）下刈の時期（何月がよいか)。

（タ）下刈は全刈，筋刈，穴刈いずれがよいか。

（し）下刈後の処置について。

（ソ）下刈した雑草の肥効について。

（ツ）枝打を行なうべき樹令。

（ネ）固形肥料の主成分及びその効果。

（ナ）施肥の方法及び時期について。

（ラ）施肥，無施肥の場合の林木の生長の相違。

（ム）植栽時の肥料を樹種別に知りたい。

（ウ）固形肥料を植栽と同時に施したが，造林木が
枯死したので，その原因を知りたい。

（ヰ）樹種別に適当な肥料名。

（ノ）樹令別の施肥量。

(3)材積測定

（イ）簡易な立木材談測定法及び器具について。

（ロ）素材材稜測定法。

(4)利用

（イ）スギ，ヒノキ，マツの伐採時季。

（ロ）貯材の場所及び方法。

（ハ）材質の見分け方。

（二）今後どういう形質の木材が必要か。

(5)製炭

（イ）自家用程度の簡単な製炭法。

（ロ）品等の見分け方。

（ハ）爆跳の原因。

（二）製炭に股も適する樹種及びその理由。

（ホ）炭窯の土質と炭質の関係。

（へ）木炭の将来性。

(6)椎茸製造

（イ）原木の適当樹種,その伐採時季及び伐採方法。

（ロ）多収穫の方法。．
（ハ）伏込場所

（二）種駒と鋸屑培護種菌とはどちらが成功し易い
か。

（ホ）種菌打込時季及び秘噛必要量。

（へ）椎茸の将来性。

(7)立木及び林産物販売

（イ）スギ，ヒノキの販売価格。
(P)木材価格の見透し。

第2表

項目別’質問種別質間数

(1)麓樺成｜蕊,‘纈職塗遜’迂塗鳥
②造林|"I:;間鯛下刈8,枝打

母
皇
Ｌ

|測定‘島器具！計!‘(3)材積測定

伐採1，貯材1,その他2計4仏）利用

製造4，品質2，原木2，窯3，その
他2計13

(5)製炭

(6)椎茸栽培|"2'2'栽培7,種菌2,その他！
(7)溌際林|伽格｡

|，(8)その他

竺
竺|]3，総 計

～

すなわち植栽に関すること，林地肥培に関すること，

立木材積測定に関すること，椎茸原木に関すること等に

ついての質問が多く，次いで挿木を含めての育苗関係，

間伐，下刈の保育関係，椎茸栽培に関する事項について

多くの質問が出ている。

さらに，これらの質問事項から主なるものを挙げて見

ると，次のようである。

（1）苗木養成

（イ）挿木苗と実生苗について，造林後の生育はど
ちらが良いか。

（ロ）育苗に際して発根状態の不良のものが混じる

が，これが対紫。

（ハ）ヒノキ実生苗に蕊止りが多く出たが，その原

因及び対策。

（二）スギ挿木苗の面稜当挿付本数。

（ホ）ヒノキ挿木養苗の可能性。

（へ）苗床の基肥及び肥培管理。

（卜）育苗に適する土壌。スギ，ヒノキ，‐マツ苗養

成に適する土壌について。

（チ）スギ挿穂の母樹の最適樹令及び母樹に適する
ものはどういうものか。

（リ）スギ，ヒノキ種子採取に適する母樹の樹令及

び採種時期。

（ヌ）苗木に対する病害虫防除法。

（ル）スギ，ヒノキ,マツ苗木の今後の需要の見通
し。

②造林

（イ）春植，秋植の優劣。

（戸）晴天続きのため，土地の乾燥しているときの

植栽方法。

（ハ）植栽のとき，植穴に腐植を入れてよいか。

（二）植栽後3年位でヒノキが枯死するが，その原
因について。

（ホ）雑木林を針葉樹林に改植したいが，その経済
的方法。

U

一
一
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山添：農民はいかなる林業知識を求めているか
一一

て検討した。すなわち所有面積に応じて，質問者を1町

歩以下，1～3町歩，3～5町歩，5～10町歩,10町

歩以上の階層に分類したが，その数はそれぞれ8名，12

名，5名，2名，1名であった。そしてこれらの階層別

に質問項目別質間数を見たところ,第3表のようである4

5町以上の所有者は，質問者の数がきわめて少ないか

ら，特に傾向は認められないが，5町以下の所有者で

は，造林関係に質問が多く，特に1町以下では，製炭，

椎茸栽培についての質問の割合に多いことが判る。

また次に所有林野面積のうち，半分以上人工造林をし

ているものと，半分以下のものに大別すると，両者とも

各14名にな為が，この両者について質問項目別質間数

を見ると，第4表のようになる。

両者ともほぼ似たような傾向をとり，特に顕著な特徴

は見られないが，ただ苗木養成に関する事項について，

後者すなわち所有林野に対して人工造林の進蕾ないもの

が多くの質問を出しているのは，今後自己の所有林野iこ

造林しようとする意欲があって，そのため苗木について

関心が強いものと考えられる。

以上は今回の調査の結果をまとめたものであるが，こ

のように隆民たちは林業に関するいろいろの事柄に理解

が足らず，また日頃の経験から生じた疑問の解決を待っ

ているわけであるから，たとえ農民たちの態度は消極的

であるにしても，林野行政当局，あるいは有識の林業家

がこれに応える機会と方法を進んで考慮してやること

は，腱民たちの林業に関する関心を高め，艇村林業振輿

の手近かな道－それは地味であるが，蒼実で効果的で

ある－の一つであるに違いない。かくしてこそ，造林

補助金が其の価値をいかし，各種の林業施設も一層その

意義を発抑するであろう。（35.1.9寄稿）

表

（8）その他

（イ）竹林の管理。

（ロ）天然生広葉樹林は人工針葉樹林に切替える方
がよいか。

（ハ）スギ林の伐期令。

（二）隣接森林と境界不明のとき，いかにして解決

すればよいか。。

（ホ）今後わが国で特に多く利用される樹種ほ何

か。

（へ）今後の木材需要量及びこれに対し林業経営は

いかにあるべきか。

以_'二は質問を全部網羅したわけではないが，大同小異

のものもあるから，大部分のものを挙げたことになる。

これらを通覧して見るに，中には現地診断をしなければ

解答できぬ事柄や，あるいば今後の見透し，将来性等を

訊ねているものもあるが，総じて難問に属するもの，あ

るいは特別に試験研究を要すると考えられる程のものば

多くない。多くは最寄の篤林家，艇業高校の先生，役

場，森林組合の技術員，あるいは地区の林業技術指導員

に教えを乞えば，ある程度解答の得られる種類の事柄で

はあるまいか。見方を変えれば，艇民の林業に対する不

熱心，あるいば不勉強を物語るものともいえよう。本調

査は鹿児島県のような農業後進地榊の挫民を対象として

の調査の結果であるから，先進地帯の調査であれば，あ

るいは相当の難問が提供されたかも知れない。本調査の

結果だけについていえば，林業知識の普及浸透，また農

民の林業に対する関心を高めるため，まだまだ大きな空

白個所の残っているものともいえよう。

次にこれらの質問者の林野所有面祇は，最小2反歩か

ら般大16町歩の範囲にわたっているが，所有面積の大

小によって質問事項に傾向が現われてくるか否かについ

第

ゞ“ー

｡

や

~

3

|檸辮|箭鋤蔦|欝木"|ゞ”|櫛霞測謹|”” |製ゞ
質問項目

一

その他

林野所有面積

８
０
４
今
２
１
５２

１
４
今
５
４
．
２
５１

’
I

３
３
２

６
６
２

12

1

1町以下
1～3町
3～5町
5～10町
1O町以上

計

４
今
〆
○
１
《
〈
里

○
３
２

’
１
１

3 8143 1113

第 4表

|瀧聯繋’蘇羅颪T彊林|材漬測定|利jwl製炭椎茸栽培種別’ その他

I

1 7

1』2

121'
’613

盈騨聡劉蕊野’
心
。
岸
ｂ

2６
８

５
０１X工造林面積が所有林郵

面談の半分以下のもの’
1

’’512，13311’4’3‘計
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日本の林学研究と教育
、

アメリカの林学者の見た印象

トラム・ハツシユ
BertramHnsch

●

′、一

紹介

ハシシュ博士は，アメリカ西j郷にあるニュー．ハン

プシャー大学で，測樹学や林業経営学を講義している気

鋭の若手教授である。彼幟数年前に米空軍のOperation

analystとして名古屋で1年を過して，日本の林学林業

に興味をもち，さらに研究をするために大学から特別体

I吸を得て，昨年8月31日に来朝し12月4日まで，東

大のわれわれの研究室で勉強をされた。その間に諸大

学，林業試験場，林野庁その他などの多数の研究者，技

術者と熱心に情報や意見の交換をされ，また国内各地

（日光，那須，天城，京都，吉野，木曾，青森，秋田，

北海道，紀州，九州等）その他朝鮮，台湾を旅行され

て，日本の実情について相当詳細に調査研究をされた。

その結果，日本の林業関係者に寄せる意見として番いて

もらったのが以下の報告である。なお，彼の意見の1部

は，篠田六郎氏が訳して雑誌山林にのせる予定になって

いる。（東大・嶺一三）

※※※

はしがき

ここに述べようとする観察，批評ならびに示唆は，私

がほぼ3カ月にわたる日本旅行から得た結果である。私

はこの旅行中に，日本の林学研究，教育の組織，制度，

陣容，それからその計画，方法ならびに行き方を出来る

だけ正しく観察しようと試詮た。このことは，限られた

時間の仕事としては，明らかに余りにも過大なもので，

以下述べることも向う見ずなことになるかも知れない

が，敢えて私の感じた総括的なことを記してみようと思

う。

林学研究

日本の林学関係者は，一般的に試験研究の価値をよく

認識している。多数の人んと組織が，研究活動に多くの

時間と精力とをささげている。いくつかの私企業も，研

究がきわめて有効な投資であると信じて，研究計画を実

施している。これらの会社は，研究は直ちに金が返って

くるものではないが，結局においては最も有効な投資と

なる確実性をもつものであることを実証している。

日本の研究者たちは，世界のあらゆる地域の人々の仕

事やこれに関連することをよく知っている。外国の林学

その他科学雑誌，刊行物に発表された優れた業績は，ほ

とんど総ての研究者たちが知ることができるようになっ

ている。これ等の刊行物は注意深く読まれ勉強され，そ

して適切な情報が迅速に同化されている。新しい仕事が

立派であるとわかると，彼等ほ熱心にそれをもつと発展

させるために取りいれ，さらに分化させるように急いで

研究を進めている。

日本の林学研究者は，基礎数字を特によく知っている

ように認めた。彼等のある者朧統計学の知職も十分にも

っているが，一般的には統計的手法の普及がそれ程でな

いような感じをうける。私は統計の基本的な原理に十分

な注意を払っていない実験計画をもつ試験研究も見た。

たとえば，無作為化と繰返し(randomizationand

rePlication)を考えてない例がある。この他，変量を無

意識に交絡させていることもあったが，これば実地応用

を不合理に行なっても，それが一般的には確実な実験計

画らしく見えるということに原因している。確実な結論

を得るためには，すべての変量の効果を取捨考量するこ

とに注意しなければならないという原理が，十分に注意

が払われていないのではないかと思う。これ等の点を改

善しなければならないことは，特に府県庁の林業試験場

と民間会社の試験研究についていえるようである。

これ等の欠点を改善する一つの方法は，精密な試験計

画をもっと広く利用することであろう。この計画は，研

究のやり方をあらましたてる程度のものではなく，もつ

と精密なものでなければならない。問題を明確完全に考

察できるように詳細に計画を記載する。計画を精密詳細

に記載することが要求されると，研究者は十分に考え準

備をもつと慎重にするようになるであろう。そして，こ

のことは研究計画において，やらうとする解析手段を記

載させるためにも役に立つ。この解析手段が実験経過と

測定の技術にも影緋するから，ますますこのことは価値

高いものになる。

次に，これは単に日本の研究者だけに必要なことでは

《
、

、

』

一
一

、
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ハシシュ：日本の林学研究と教育

ないが，2～3の総括的な注意を敢えて述べて黙たい･

このことは，アメリカでも他のどの地方でも，いやしく

も人々が知識の水準を広げようと努力している所なら

ば，一般的にあてはまることと信ずるが，その一つは研

究に対する刺戟というものは，われわれの知識の中に生

ずる真実性のある疑問のこともあるし，空虚な疑問のこ

ともある。しかし，研究をする理由は，単に何か仕事を

するというだけで正当化されるものではない。重要な疑

問だけが探求せらるべきである。単に人を忙しくするだ

けの研究や，名前を印刷物に出すというだけの研究は，

林業に大した貢献もしないし，人頻に対して大きな価値

をもたらす筈もない。

もう一つ私が重要に思う点は，研究能力に影響を及ぽ

ずところの，その人の知識と背景との範囲に関すること

である。ある特別な研究問題にとりくんでいる人とは，

彼自身の限られた仕事に夢中になってしまづて，その仕

事の相対的重要性と，広い知識の仕組の中における位置

を誤認することがある｡研究者は，その特別の仕事の分

野の中だけでしか考えることのできない，単なる熟練工

になってし主う危険をさけるために，広い視野をもつよ

うに心がける必要がある。研究に従事する人と教育者

は，特にこの理想に向って努力し放ければならない。真

理に対し重要な貢献をしようとする人は，できるだけ広

い蕊盤をもつことが望蓄しい°つまり自分自身の専門以

外の，問題に対しても知識と思索とをもつべきである。

その人のもつ興味，関心が広ければ広いほど，そして彼

の知識の領域が広ければ広いほど，本当に立派な貢献を

するための研究者の能力は，より一層偉大なものになる

であろう。

林学教青

日本経済に対する林業の重要性は，林学を教える学校

の数で立証される。農林省が1957年に発行した「日本

の林業」によると，林学を教える2，3の大学と1つの

短大（2年制）がある。その_'二に，92の林学を教える

高等学校がある。

いくつかの国立大学林学科の学部と大学院の教科目を

見て感じたことは，専門科･目が非常に複雑多数であるよ

うである。この水準以下の大学のことは調べなかった

が，きいた所によるとそれ程完全で変化があるようには

考えられない。

一般的にいって，学生ば数学と物理学の基礎学力はよ

く与えられている。しかし生物学の基礎学力が十分でな

いように見える。たとえば，植物学，形態学，生態学，

植物生理学，植物病理学の過径の教育が十分でないよう

に認められる。林学においては，先ず土地の上に立つ植

物とその組織体の経営が問題であるので，もつと植物学

に関心を払うことが重要であるように私は考える。

アメリカの教育にくらべて，林学の科目数には少を過

んくらわせられる。専門科目の数が多くて，しかもそれ

ぞれの配当時間が余りにも少ないという印象をうける。

私の見解には間違いがさけ難いかも知れないが，これは

教育政策の差異と考えられる。

学生達は，連絡のとぼしい，いくつかの課程(course)

の中の，高度に技術的で程度の高い講義をうけるように

指示されているようでああ。教育の全目標に対する個冷

のコースの関係は，学生達の判断に委されているようで

ある。学生達は，数多くある別ムのコースを，全体とし，

て合理的なものに，彼自身の独自の判断で集約しなけれ

ばならない。

もしも，学生がよい分別と知識と動機をもつ場合は，

こればきわめて有利な問題のとりあげ方となり得るであ

ろう。しかし，それ等の能力が欠けている場合には，学

生達ほ林学という学問は，彼が将来その中の一つを通ん

でその限定された社会の中で職業生活を過すことになる

であろう専門の単なるリスト(list)であると考えなが

ら，その大学生活を送ってしまうことになりかねないで

あろう。

アメリカの教育方法は（これは最近蓑すます強化され

てきているが)，これと多分に異る方向にある。アメリ

カの大学では，日本の林学科で掲げられているコースの

数とくらべると，その数はまことにすぐないものであ

る。しかし，内容を調べると各コースの配当時間数はも

つと多くとってあり，またコースの材料ももつと広範囲

に選ばれていることがわかる。学部の全4年間を通じて

学生達が直面する職業的問題点は多分似たようなものと

思われる。

しかしながら，コースの少ないアメリカの制度でば，

教師あるいは学生側において何等の自覚的意識がなくて

も，学生は与えられた教育を般大限に完成するように諭

制的に馬力がかけられる。確かにこの点ほ頭のよい学生

にとっては，彼自身の力で知的な興奮と刺戟を見出すこ

とを見失ってしまう不利益がある。その反面，頭の悪い

学生でも，彼の自力でば実現できないことを，他から援

助してもらって完成することができるであろう。

コースを多く含むという政縦の結果として，日本の林

学科はアメリカのそれよりも規模が大きい。日本では，

林学の学校職員は教育に約20％を費し，残りの時間は

研究に費しているという。このことばコースの数を沢山

にする政策と結びついて，林学科職員の数は多くなり，

各自は週に僅か数時間しか識義をしていない。これとは
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対照的で，アメリカ大学の林学科職員の教育の負担はも

つと苛酷で，教育50%,研究50%から時には教育に

100％の時間をさいている。その結果として職員数は少

なく，各自はいくつかのコースを教えている。

準専門技術者の教育として，林業高等学校と2年制の

短大の存在朧，日本においてはよい機能を発揮している

ようである。これらの学校における職業教育は熟練した

林業労務者としての労働力を供給している。これ等の訓

練をうけた人燕に対する需要は多いようで，卒業生の大

部分朧就職をしている。アメリカにおいてこの種の学校

に対して，しばしば開かれる心配は，卒業生が専門技術

者（注：大学卒業生？）と位腫の競争をすることになり

はしないか，またはこれ等の学校卒業生を収容する駁が

十分にはないであろうということである。以上2つの理

由で，アメリカには林業高等学校はなく，2年制あるい

は担当区員養成学校が僅かあるだけである。

妓後に森林航測学の価値を瀧繊することを注意して鐙

きたい。最近になって日本の林業家は空中写真を林業の

活励に応用することが有効であることを認識してきた。

その上にいくつかの撮影，図化をする設備のととのった

民間航測会社がある。これらの会社があるので林業の目

的に必要な写真は入手するのが便利になっている。空中

写真は日本では主として基本図や地形図を作る目的に使

われているようで，森林調査，林型や林相判読，その他

道路設計などのような経営活動に使うことは比較的少な

いようである。しかし，空中写翼技術の利用がますます

墹加することは，時の間題で，林業技術者が空中写真測

定学にもつと習熟するようになると思う。私は日本の林

学の学校がこの新しい分野の教育に対して，いささか

slowmotionのように思うが，このgapも間もなく無

くなると確信する。

むすび

以上述べたことは，私の短い旅行中に得た印象の中で

強いものだけである。私ほ生意気にも2～3の示唆を与

えようと試象た。恐らく私の観察や結論は当を得てない

ものもあろう。何卒私の誤りに対しては各位から修正な

いし訂正をしていただくように，心から御願いをするも

のである。

、※※※

あとがき

Husch博士の，批判，示唆はわれわれに貴重な反省の

資料とな為と思う。特に柵究は重要な目標をもつものだ

けに限定し，実施に当っては詳細糖密な計画をたてるべ

きであり，研究者ほ自己の専門分野の知識の象でなく広

い視野に立つ勉強が必要であると強調した点は，当然の

ことながら日本の研究者は謙虚な心でもう一度この言葉

の真意を味わうべきであろう。林学教育のあり方につい

ても，日本の欠陥をやんわりとしかも鋭く指摘されてい

る。

もちろん，意見のちがう方をもあろう。中にはわれわ

れが冷汗のでるような，ほめ過ぎもあるし，多少一方的

と思う点がないでもない。これは，博士が見られた大

学，研究所，林業地は，大体において優秀な所が鐙お

く，日本の実態から見て平均的でなかったことが一因で

あり，また接した人々の説明が不足だったり，不当だっ

たりして誤解を与えた点もあると思う。たとえば日本の
大学のstaffの数がアメリカより多くて，教育よりも研

究に従事する時間の方が多いという説明は，彼が旧帝大

だけしか見てなく，しかも若い人倉の話を主として取入

れたことで，全大学の実態ではない。童た林業高等学校

に関する説明も，主として日田で聞いたことから理解さ

れるので，別の意見の人もあろうと思う。

日本の研究者，学生が数学には堪能であるが，生物学

に弱いという印象も，彼の接したのがわれわれの専門の

入念が主であったためと思うが，しかし一般的に日本の

林業関係者が植物学の知識が足りないという点は，博士

だけの印象ではないようで，われわれの猛省すべき点で

あろう。

いろいろな点に関して，私共ほ説明の足りなかったこ

とは後で彼に補足する菰りであるし，彼のほかに昨年の

Lindquist博士.(スエーデン),NyysS6nen博士（フィ

ンランド）等と長い旅行を共にして，教えられたことや

感じたことが沢山あるので，他日何等かの機関に発表す

る我りであるが，読者も御意見があれば彼に知らせて下

さると喜ぶことと思う。住所は次の通りである。

（嶺一三）

Dr．B.HUsch:ForestryDept.Univ.ofNew

HampShire,Durham,N.H.,U，S、A、

塗

一三

』

〃

一
一

215号（1月）誤植の訂正

P4左下から1行教義学→東洋学

P5右下から4行お偉い→お雇い

P8右下から8行小笠原→小河原

P39こだま

下段左から16～15行状態では→状態で

〃〃12行没入して→没入しないで

〃〃7行現金だ→現金買いだ

上記のように，謹んで訂正お詫びを申し上げます。

編集部
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林業改

10年を

談：会｜

良普及事業

省みて

発足の当時

松原林業改良普及事業が始まってから10年あま

り，昨年には10周年の式典が催されましたが，普及事

業がどういう実績を残したか，どんな経過で今日の状態

蓑でにたち至ったか，それぞれ過去において，この仕事

を担当された方々，並びに今各県の林務課長として仕事

を直接御指導されている方々から今後の発展を期する意

味におきまして，いろいろ御感想なり，御体験なり，ま

たは御希望なりをお聞かせいただければ非常に有難いと

思うのです。大変勝手でございますが，伊藤課長さんに

司会をお願して進めて頂きたいと思います。

伊藤司会なんかしたことありませんが….まず皆さ

んに御協力願って笑いながら普及事業の思い出とか，普

及事業はこうだったとかを，この林業技術の雑誌を通じ

て一般の人たちにも批判してもらいたいし，実際仕副fを

している私どもにも御指導いただきたいというわけで，

ざっくばらんな気持でお話願いたいと思い重す。ことに

平野さん，渡辺さん，田村さんは昔の林野庁の私の同僚

ですから今申上げましたようなことについてどんどん御

意見をお聞かせ願います。童ず話の糸口といいますか，

これは24年の．6月に出来たことになってるんですが，

一番古くからおった渡辺君から思い出というのかな,そ

ういうやつを一つ話してもらいますかな。

渡辺普及課は当時岩野課長を中心にして，前の庁舎

のバラック建築の害虫防除の係の奥に一つの課を作った

ということで発足したのですが，ここに課が出来るまで

に，例の林政統一問題と|淵連してかなりいろんな検討も

なされてたようでした。いずれにしても蓑田さん，今の

林業試験場の防災部長仰木さん，前の普及課長の原さん

が中心になり普及課が出来上るまでの下孵想を作られ

て，6月に課として発足したのですが，その時には人間

もわずかしかおりませんでして，何をやつてくかという

ことで毎日デスカッシ画ンばかり主体にしてやったとい

う時代でした。その時に，はっきりある程度考えが出さ

れてきたの朧国立林業試験場の整備計画，これを整備す

ることによって，従来とかく国有林の試験場であるとい

う印象をもたれてた国の試験場が名実共に日本全体の林

業の試験研究をやる韮縦であるという態勢を整備すると

出席者（アイウエオ順）

伊鱸清三林野庁研究普及課長

杉下卯兵衛林野庁研究普及課

田村栄三高知県林業課長

平野孝二稲島県農林技官

渡辺武夫佐斑県林務課長

松原茂本会

いうことで，これによって逐次北海道支場その他が整備

され現在まできております。それから普及事業というも

のがどういうものかということを，まず皆さんに教えて

いかなければいかんということなんですが，その前に普

及組織というものを作らなければならないので，第1回

の専門技術員の資格試験をやるために，これもずい分デ

スカッションしたのですが，結局今やってい論のとはち

がう前の方法で第1回の試験をやった。そこでちょっと

問題があったのは，試験の合格者数を予算定員まであげ

ないと実際定員数をうめられないということで，第一回

の専門技術員資梢試験の時は比較的合格基準をあまくし

て，とにかく定員の一倍半ぐらいの人数を合格者として

出す必要があったことです。そうしないと県としても撰

択権もなくて困るというので，やったわけです。その時

は全国共通の資絡であるということで，よその県から採

用されたという例もかなりおきました。それでどうやら

普及の態勢というものが出来ましたものですから，今度

は第1回の専門技術者の講習会をやって，それによって

普及副業というものばこういう行き方をするものだとい

うことを専門技術員に知ってもらうということで，毎‘普

及事業とは何ぞや，'と，いう講習会を3,4ylaツクに

分けてやったわけです｡その時は出先きにいるセピリア

ンが出て来て，アメリカにおけるエクステソションシス

テムの問題なんか話してもらったんです。長野県でやっ

た時のゼピリアソがエクステンシ認ンのことをよく知っ

てて，アメリカにおける＝クステンション．ヒロソフィ

ーの問題なんかを話してくれたのですが，私たちとして

も非常に耳新しい感じがしたし，なにか知らんなるほど

というような印象も強く受けたものですから，もう一ぺ

ん全国の係長会議かなんかの時にその人に話してもらっ

て普及組識，普及事業活動というもののアメリカにおけ

る理念を教わった。こういったことが一番初期の活動で

あったのです。そしてはじめて全国に普及組識制度の出

発をしたわけです。

プロヂヨクト・リーダーという考え

それからもう一つ，普及課の中の組織にやはり専門科

目別の担当者プロヂヨクトリーダー(PL)を設ける必

要がある。これも一応恰好を作る必要があるというので
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企画官制度を作ろうということになり，それの科目区分

をいくつにするか，大体専門技術員とあわした形でおこ

うじゃないかということになったんです。そして県の専

門技術員と林野庁の研究普及課とつながる。また林野庁

の中に各部課の仕事，そういうものとPLとがつなが

る．国立研究所の各部門とPLとがつながるという形で

普及課の中の企画官というものがかなり大きな範囲の線

から専門科目別の問題をつか象li{したり渉外なり，質問

に対する解答を出すというような形を作ろうじゃないか

とそういうふうなことを一つ組織的な形でやつてくとい

うことで,PL制度が出来たんです。

伊藤しかし，研究普及課は何をするかはっきりしな

い，それから今の渡辺君の話にもそれらしいものがあっ

たが，全然外部種対してPRがしてなかったと思いま

す。ですから私どもは研究普及課が出来てから満，年く・

らいで林野庁に入ったんだが，それでも研究瞥及課は林

野庁の中でもさっぱり1

平野内部で独走していたという気がしないでもなか

った。

渡辺それでそういうことのないようにするためにP

Lははじめは指導部長のプレーンにすべきだ，そうすれ

ば各関係課とのつながりと私ども普及にうつす橘渡しも

出来る。いわゆるプロヂォクトリーダーばもつと格が高

い，課長クラスと同列を指導部長のブレーンにもってい

こうとした，そうすると岩野さんとしては研究普及課の

職員としておきたい｡直属の職員としておくべきだとい

うことだった。

伊藤あの当時は平野君と僕らが出てくるわけだった

んです。私は研究普及の要員になっておった。はじめ石

谷さんから研究普及課の課長補佐に伊藤君なってるから

ということでしたが，これは実現しなかった。あの当時

から研究普及課に縁があったのです。

渡辺だからその頃はPLぱいなかった。

伊藤僕をするつもりにしたんだ。

渡辺PLをぽつぽつ引っぱってきたあの頃からいた

入で今いぁ人は内田憲さん，松山さん，あとは小野陽太

郎さん，僕，それからキミ．...。

杉下私憾25年秋です。

渡辺装田さんが経営をやってた。またもう一つ林野

庁自体実際地についたものを持つべきじゃないか。そう

いうふうな意味からモデル地区を全国にいくつかに作っ

て，それについてはPL自体直接一緒になってタッチし

て行くというような考え方でその時は主として仰木さん

が中心になって民有林の施業案の縞成の問題を担当され

ていたものですから，それともある程度ひっかけようじ

やないか，一つの地区というものをいろいろの面から分

析してその林業をどういうふうにもって行くか，施業案

のようなものを作って行く，それからさらに普及という

問題もその中に折込んで行くというような方向で行こう

じやないか，と案が出まして初めて全国に6カ所モデル

地区を作って，そこには林野庁のPLがそれぞれ分担

し，さらに計画官あたりの人と一緒になって現地に行っ

たわけです。そして当時県が作っているその地区の施業

案の資料を桑せてもらい，さらにいろいろな点を聞いた

りして第1回のリポートは一応プリントして出したわけ

ですが，その後結局モデル地区というそういう特殊なも

のじゃなく，普及の重点とする地域というものを考えて

行くべきであるということで似たような形ではありまし

たが，全国には展示林設置その他を考え濃密普及地を作

るという考え〃に変ってしまいました。ですから当初の

民有林経営計画案編成という意味で作ったモデル地区ほ

自然解消になって，一般の淡密地区という考え方で全国

におかれる形になり童した。

Agについて

伊藤これで，普及事業創始の頃の，普及事業の理念

はどういうことであったかと,か，そのための組繊はどの

ようにして築かれたかなど，話も出つくしたようですの

で，普及事業政策を蕊返して見るといいますか，現地か

ら染てのお話でもうかがいましょうか。平野さん，福島

に行って現地から見た林野庁のやりかたは？直接民間

と接触して欺て林野庁にこういうふうにやったらどうか

というような話を聞かせて下さい。

平野これは僕なりの見方とそれから福島県というそ

ういう環境によって考え方が変るだろうと思うのだよ。

しかし”良い時期に僕は行ったと思ってます。というこ

とば普及というものがちょうど曲り角に来てる。

伊藤アメリカから帰ってきてからますます普及に熱

心になったという評判だが。．

平野曲り角にきてるような気がするというのは，今

までの行き方を眺めて象ると大体どちらかといえば宣伝

主義の行き方をとってきてます。その効果はどういうと

ころで測定するか，測定しにくい，しかし林業に対して

認識が増したという点で宣伝がかなり効いてるというこ

とはいえるという気がするのです。今まで零であったも

のがどうなったかとか'具体的には表わしにくいが効果

が｣二つてるという感じばありますが。しかしここでやは

りそういう宣伝から今度は相手の注文を受取る行き方だ

な。注文が出てくるような普及態勢に切替えなければな

らないのじやないかという気がするんだ。ということは

今度実際の林業技術というものをもってお窓さんを引つ
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張ってく時代に切り変るべきではないのか。そうしない

と本当について来ないということなんだな。もう一つは

普及をする場合の資料，資材の不足というのが非常に感

じられるような気がするね。そこで普及事業として考え

て卿もらいたいという問題はやはりAgの教育じゃないか

と思うれ。実際の基礎を身につけたAgじゃないと駄目

だ。これから普及を伸ぽして行くためにはAgの素質と

いうものを大いに改良していかなければならない。その

改良の仕方もやはりその普及蝋境に，受入れ側の林業環

境にあったやり方をしてやるということじゃないといけ

ないと思いますね。そして普及だけの仕事に専念するこ

とが出来るような状態にしてやらなければならない，そ

の辺の運営の仕方というものを大いに考えていかなけれ

ばならないと思います。

伊藤それじゃあ。

平野まず普及課長になったら自信がない。

伊藤むずかしいという意味だな。

普及事業のウエイト

平野むずかしい漁。非常にということは県の実体が

非常に違う。ただ最大公約数を流したって，その県でそ

れが完全にはあわない。それは林野庁内部における普及

活動の位置が弱いということですよ。それともう一つは

こういうことがいえるんじゃないかしら，普及活動とい

うものが時間的に制限がないということですよ。他の事

業には時間的制限というものがある。それに金がくっつ

いてるということにおいて何がなんでもやらなければな

らないという指令があります。そうするとどうしてもし

わ寄せは普及活動に来るということです。その点普及課

長が林野庁に鐙いてどの程度まで普及活動のウエイトを

確保出来るかということが大きな問題のような気がしま

す。たとえば関連業務と俗に称されているものがあるわ

けだな。普及課長がいくらこういうことをやれやれとい

うて承たところで，また他の関連業務の方から指命がく

るわけです。その辺の調整，しわ寄せのくるのが普及活

動です。問題はしわ寄せされてくるものを何処まで喰い

とめ，末端における普及事業を確保するかということが

普及課長としての大きな悩承である。これを解決するこ

とが普及課長としての問題だと思います。

伊藤今のようなことを考えてふますと，普及課長

は，地方の部課長の経験を持った人の方がいいな。

平野それとこういうこと，僕は行って驚いたのは他

の県は知らんがうちの県は非常に忠実だ，林野庁の指令

に特に普及系統の人は忠実だよ。ものの考え方が，だか

ら伊藤課長のように強い性絡で一発されたらそのまま受

けちゃう。

杉下それは普及だけじゃないじゃないですか。

田村地方庁がたいていゴサンバチだということをよ

くいわれてますが，実際行って象ますと，私は認識を新

たにしたのですが，平野さんがおっしゃったように林野

の方針というか，そういうことに対して非常に強く考え

忠実に守ってます。

伊藤そうすると守れないところが残っているという

ことかo

平野解釈が狭すぎるのか文字そのま主を読む。部課

長がその通牒をよく解釈して自分の県の実体にあてはま

るようにこなして実施しないと折角の良い案が末端まで

浸透しないということがいえると思います。

渡辺その点唯普及辨業の発足した当時に重点項目は

出すか出さないか問題になりました。一応骨組承承たい

なものを国として出し，それから県の特質性があるから

後の企画は県の実情によってやるべきで国として干渉す

べきでないという行き方で，一年ほどやったのです。そ

うして結果をみた場合あまりばらばらで，これじゃ国と

しての全体の掌握もつかない。

伊藤そればかりでなく県単位でなにをやっていいか

わからないということですよ。

平野そう，そう。

渡辺その心配が出てきたものだから国としての基準

をしめさなければならない。

普及手段の吟味を

平野普及事業嘘やはりある程度資料を作ってやらな

ければいかんからその方針が変るたんび，前のそんなも

のは駄目で，これで行くということで折角つくりかけた

資料を投げちゃう。ああいうものを作ったら，その方向

を直さないようにしておかんと林業の資料というものは

出来ないのです。特に私痛切に感ずるのは，身近な資料

をもって相手に普及式為ということでないとアメリカの

資料持ってきたり，僕らの福島で九州のデーター持って

きてやってみたところであまりぴんとこないのです。福

島県のどとどこ村のだ奴だれさんの山だとこうなってく

ると関心の持ち方がちがうという気がするのです。

伊藤その通りだな。だから私はSPは基本的なもの

を研究してSP自身，あなたのいったようなことをやれ

ばいいと思うのだが林野庁に忠実に，基本をそのまま末

端まで落すものだから,利用出来ないところがでてくる。

平野こういうことがあることを一つ考えて下さい

よ。この間，われわれの方で分析会をやらして聞きに出

したんですが，普及というものはところどころやるとう

まくいかない，お客さんがついて来ない，俊業の場合

農業普及会というのが専門にやってる，そういうことに
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な為と何時でもあそこに相談にいけるという気持になり

ますが，林業には普及事業というものがあったって意欲

がさっぱり起らんわけだ。

田村私どもの場合，関連業務というのがずい分ある

のですが，私はAgに対して関連業務というものほです

ね。それはもう普及の一部と思え，それで造林の検査に

行ったら今日は械査だという考え方でなく，検査をしな

がら指導するというのが本当の考え方で，そういうやり

方をしなければ普及というものは進んでいかないのだと

いっております。

平野われわれもそういうことをやったけれども僕ら

の方の連中にその辺諦させると，いや面白いんだね。そ

ういうことでは駄目だというんだ。というのは造林の場

合，検査がある。検査を受けるというのでごま化してや

るのがいろいろいるから，検査されてることが気になっ

て，いうて象たところで頭に入らない。われわれはそう

いう気持でやれといっても受ける相手方がそんな気にな

っていない。

田村地方差によると思いますね。

関連業務に悩む

杉下ところで，関連業務について県の立場としてば

どう考えるかれ。

田村私は，30年からきたわけだが，3年近くおっ

てその間に二つの大きな事柄があったわけです。その一

つは31年でしたが林業技術普及員と林業経営指導員と

職務上の統合があったのです。それで統合したことによ

って利点もあったしいろいろ欠点もあります。利点とし

てはAgの数が劃期的に増えたということで，要するに

勢力脆囲が広まった。欠点としては関連業務が非常に多

くなってきた，それ以前はAgの仕事というものば普及

だけに近い仕事であったのですが，計画に付随したこと

の事務はAgが当然やらなければならない。関連業務と

いうものが現在SP,Agの悩象の種です。それからも

う一つの事項として濃密普及地区ですが，前にブロック

会議でも問題になりやめた方がいいという人も，このま

まの方がし､いという人もいろいろ意見もあったのです

が，まだその実施なお日が浅くて効果を云盈する立場に

たちいたってないので，もつと続けた方がいいという結

論になったと思います。大体こんなような大きなことが

あたったわけです。

実験・その成果

伊藤田村さんでも渡辺さんでも自分が作った施策を

やってるところがあると思いますが，これでいいという

自信もあるだろうし，これは具合が悪いという点もある

と思いますが。

渡辺県でですか。

伊藤自分が作ってたやつを自分がやってるわけで

す。それに対してどうですか。

渡辺私は県へ行ってからいろいろ普及率業の推進要

項を新しく作ったわけです。要するに何をやってどう&、

うふうな結果になったかということを全部マップの形で

残しておく。そうすれば，たとえ人が変っても前任者が

どこまでやったか，担当地区，濃密地区を全部出してお

いて問題点が何かということがよくわかる。実際やり出

したのが去年の10月です。ちょうど1年たったわけで

す。10月から3月までのうちにまず第1のベースマツ

プを作らせ実行に入る形を今年に入ってから作らせまし

た。それではっきり出たのほ各人の能力差，こなせるも

のは一応は行なったが，ところが残念ながら大半の者は

各人の能力が低すぎる。私から見た目では専門技術員の

水準の者でなければ，本当のエクステンションはやって

いけないと思います。

杉下渡辺さんのあの方法はたしかにいいと思いま

す。とにかく個人別にわかるようなものになってますか

ら。

渡辺全国の一つの凡例として僕のところで実際やっ

てみ､て，それをもし役に立つなら全国にPRしてもら

おうと思って重すが，やっぱり各人の能力差が出てくる

ね。

田村私の方は艇家の経営分析の表とそれの改善案，

それを少なくともここ1，2年のうちに管内の山持ちの

農家に対して全部リストを作るということを考えてま

す。普及事業というものは上からの抑つけでなく，下か

ら上ってくるという根本理念があるわけです。そういう

ふうな実体が全部つかまえられると，その中から普及す

べきことの最大公約数が出てくるわけです。それを普及

の重点事項としてAgあるいはSPがとり上げるという

のが理想的な形だというような意味で改善案を全農家に

対してやることを進めてます。これ朧今お話があった

Agの能力の問題がもち論かかってきますけれども，し

かし実態調査をして艇家の人たちと相談しながら改善案

を作る。これはそうたいして頭がいらないのです。それ

をある程度SPが補助すれば出来るんじゃないかと私は

考えており霞す。

陳情されるものの弁

伊藤杉下君の場合には，実際に県を指導しておって

陳情に来られるでしょう｡一番悩承はどういう点ですか。

杉下やっぱり本当のことをいつてってくれる人がき

わめて少ないことですな。それから各方面で聞くのを総

合してきいて承ると，一番にどうしてもやらなければい
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かんなと思うことは，予算的にしか考えられないのです

が，足代をふやすことをなんとかして考えなければなら

ないということと,Agの質を上げたいということです．

こればさつきも話が出てましたが，質を上げてやるのは

どうしても必要なことなんですが，どうやってあげ瀧ば

最も効果的かということが問題です。ただ講習会をやっ

てれば，それでいいじゃないのですよ。そこが問題なの

ですよ。Agには一つのことを話してやっても理解出来

る人と出来ない人とありますから，水準を3つか4つぐ

らい作っておいて区分けしてやらなければならない，そ

こで，そうやればいいというのばよくわかりますが，さ

て実行となるとやはり出来ないのです。

伊藤どうですか，渡辺君。

渡辺そういう意味で開業医と変らない，患者ほ何の

患者がくるかわからん，やっぱりある程度外科専門と

か，内科専門とかのように，特殊Agという形を作らざ

るを得ないと思います。ある程度好きな方面に重点をお

いて入って来たわけです。そういう折角の気持を持って

るのを，お前はそれはある程度にして，こっちをやれと

いうように尻をたたくことよりは，そういうものを伸ば

してやって行くような特殊Agですね。そういうものを

作らざるをえないと思います。

田村それは現在のAgの配置数からいうとまだ無理

があるのです。実際そうなることは望重しいですが，現

在のようではしたくても出来ない。山奥にいる医者のよ

うに何でもやらなければなら澱い･そこにAgの現在の

悩ゑもあります。

新年度の予算は？

伊藤現在の状態だったら人数はそう突飛なことを要

求しても予算がとれないし，それに農民が非常に専門的

なものを必要とする度合というものが何処まできてるだ

ろうということがはっきりしていない。しかし部分的に

はやっぱり必要だと思います。そうするとやはり県庁の

部課長の皆さんが自分の傘下におかなくても，あっちこ

つちにいる人をあなた方が利用しうるように脳来るよう

35年の予算には，そういうふうな考え方の予算を出し

ているのです。皆さんの来た時出来るだけ御意見を聞き

話合いをしてそれによって予算というものを編成してい

るんですよ。35年度の編成の内容を杉下君発表してく

れよ。系統的に。

杉下職員の設腫礎ですね｡山村振興地域に730ぱボ

リありますが，3ケ年計画で改良指導員を配置しようと

いうことでとりあえず，今年250人増員要求しておりま

す。これの月給と旅費とこれ研修の経蛮というものが当

然付随しているわけですよ。

伊藤これはね，渡辺君さっきの一緒に統合したでし

ょう。それの欠点を直そうというので250人は普及だけ

本当の山村振興に当らせるという考え方なんです。国全

体の予算編成の方からいいますと，人件蜜は絶対認めな

いということをいってますが，承は長年かかつても直し

ていかなければならないと，そういう考え方を出したの

です。

杉下その次に俸給に付随して旅費を増すことを一般

のSPでも改良指灘員でも要求しているのですが，旅灘

ば矢張り今庇節約もされなかっただけにふやすこともむ

ずかしい。

伊藤SPと主任だけは認めろと復活を要求してま

す。

杉下あとは研修の方は特別には増やしていない，た

だ専門技術員ですね。これはこっちで技術員の講習会を

やる時にSPに足代がないものですから，講習受けに来

る旅淡に困ってるんです。各県これを何とかしてやらな

ければだめで，1人約6千門ぐらいですが，要求してい

るんですよ。

渡辺いう通り出るんですか。

伊藤新規ですよ。今の杉下君から説明のように来年

から考え方を直そうと，東京に1回集まれば金がかか

る。したがって近いところでその地帯にあうような講習

をしていこう。それには補助していこう，東京に集めて

たとえば100門あたりで計算しても莫大になります。そ

れよりも九州は九州の林業試験場で，そうすれば近いか

らいいじゃないか，ところが農業関係その他の方は全然

補助していないのです。ですから林野庁関係だけをどう

こうということは非術にむずかしいです。

杉下その次はオートバイです。巡回指導施設と予算

ではいってますが，広い森林区と地区主任に1台づつ，

つけてやれということで34年度までの配置台数をずっ

と考えてきてみるともう2年で420台ばかり必要なわけ

です。それを2年間計画で整備さしてくれということ

で，210台要求しているんです。

伊藤100台以上ということで頑張ります。この雑誌

が出る頃までには，はっきりしますが，100台以上ば必

ず狸得したい。

杉下去年新規で通った普及施設ですが，普及施調ま

維持識も何とかしようとして復活要求中です。大きく予

算はふくらんでないです。

伊藤むずかしいな。

杉下その次が新規なんです。普及活動推進と中味朧

二つあるのです。一つは先進地留学の問題，それから各

県で青少年の研修会をやろう。それからもう一つ普及活

－21－



座談会林業改良普及事業10年を省承て

に現われてこなければならない。その現わすところがな

いのですよ。そこで森林組合というものをもつともつと

普及活動で活用するように考えて行きたいと，僕の方で

検討中です。全国一様に行きませんが，何かそういうふ

うな人がぷて，なる程うまくいってるといわれるような

形で現わさなくてはいけない。従来の方針は変えません

が，今の運用面においてそういうふうなことをやれるよ

うにしていきたいと思う。

渡辺そこで森林組合の話が出たけれども新しく森林

組合を新設したところがあるのです。組合林の経営を完

全施業委託してやってるんですよ。新設森林組合に常務

として送りこんだのが専門技術員であった人です。それ

で組合員の募集その他いろいろの面におけるエキステン

ション,PRそういうことを実に一生懸命によくやって

盛んに活躍してますが，森林組合がそういう，能力のあ

る人をもってくる，そうなると森林組合の技術員が相当

高いものになってくる，それとタイアップしていくだけ

の末端のAgでなければならんという形になりますが，

そこらからいってもAgの水準というものは商くなけれ

ば困るということなんです。

伊藤そういうふうな点から田村君，普及課長だった

らどうです。

渡辺それですね。ちょっと別の話になりきすが，林

野庁全体の問題として一つ考えるのは森林計画との関

連，森林計画制度がどう行くべきかという線を考えて承

蔑すと，質的改善ということがまず考えられます。今で

は量を把握して質的改善に入ってる。そうなると今まで

の森林計画担当員の専門の仕事の範鴫を越えるのです。

つまり土壌を承たり，いろいろな点から森林をどう改良

するか，ということになって来ると人をかえなきゃ出来

ないのじやないか，そういう能力者を何処に求めるのか

すると専門技術員ぐらいしかいないじゃないか，という

実体です。森林計画で今後質的改善をやるような調査と

か仕事をやって行きながら普及のいろんな指導面に対す

る素材をつかんでくというような形も一つの考え方とし

て出せるんじゃないか，また森林計画制度と普及事業と

いうのは今後においては何らかの形で緊密化した形をと

り，どっちかといえば森林計画制度の鰄"Wlだから，そ

こに普及との関連を考え合した体系をとるべきじゃない

か，と思ってるんです。

伊藤その通りで，森林法の改正というようなものも

ここ1，2年後にあるしね。渡辺君がいったように計画

と普及との関連，そういうふうなものをどういうふうに
、

するかにおいては，この前私嫁長官にも話して意見も聞

いたのですが，一応普及の法律がないと困ると思いま

動の浸透蕊というなかで，専門技術員だけはどうにも手

におえないといってはおかしいけれども十分に指導が出

来ないと思われるような指導内容を学校の先生であると

か,あるいは特に秀れた熊林家に指導してもらったら，

というようなことを考えてその人たちの旅費，日当を含

めたようなものも要求してますが，普及活動協力謎そ

ういったような名前で出しております。

伊藤県の方ではこれに対してはあまり養成じゃない

ところもあるのですよ。そういうふうな金があったら

SPに旅蜜よこした方がいいじゃないかということもあ

りますが，先程の特技の問題もありますし，矢張り考え

なければならない問題です。

杉下その次が技術センターですよ。試験場を技術セ

ンターにして普及のよりどころにしながら試験研究を十

分出来るように充実させてやろうと今，県,0万ぐらい，

全体で750万ぐらい要求しているのです。

田村見通しはどのくらい。

伊藤頑張りますよ○これば各県から非常に要望が多

いね。林業技術というものを発展させるためにデスカッ

ションする場を持つということが必要だというところか

ら部課長さんが目覚めてきたような感じがします。

別の効果

渡辺今試験場の話が出ましたが，普及事業がはじま

ってから，効果が一番はっきり上ってきたのは国立試験

場の民有林に対するつながりが閃てきたということが一

つ。それと県の林業職員が技術というものを勉強する熱

意が高まった，この2つは普及事業本来の目的でなかっ

たかもわからないが，普及組識那出来てからはじめて強

まった効果じゃないかと思うのです。

伊藤各営林局の経営部長などがびっくりしてます。

「国有林の技術者より県の方が相当勉強している。それ

ば普及事業があるからだ」と，そうじゃないですか。

渡辺それに関連して全国の府県に指導研究所が9つ

しかなかったところが今は39までに増えてきてます。

田村結局それがすぐ普及に使えるということです

ね。

杉下国立林業試験場の経営の行き方ががらりと変っ

たということですが…．。本当に前は施業案と測定しか

やってなかった。

伊藤そういうふうな予算の内容なんですよ。しかし

普及の効果というようなものの評価が非常にむずかしい

と承ておりますね。これはどうしても普及の効果という

ものの評価がある程度堂で出来るような恰好に現われる

ようなことをしていかなくてならない。それかもう一つ

普及というのば教育事業が地について生産活動をする面

崖

邑弓
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座談会林業改良普及事業10年を省蕊て

す。したがって単独法は出さないまでも，森林計画制度

から承た普及事業の結びつき，森林組合と普及の結びつ

き，それと普及の確立という三つに大体考えて森林法と

いうものを改正したらどうだろうかと長官に話したんで

すが，長官は結果としてはそうなるだろうといってまし

た実際推計画課の方で森林法改正の自分の方の研究はし

ており室す。私の方は今のような前提で半年く・らい前か

らいろいろ検討させてるんです。

おわりに

伊藤大体御意見を伺い座談会も大分進んできました

が，普及事業について県の部課長さん方庭申上げるんで

すが，普及事業は当面に問題を解決するんじゃない。将

来の問題です。問題を解決するための一つのステップ，

手段である。したがって5年とか10年先のことを考え

て，それから農民はどういうふうにもっていかなければ

ならないか，それに対して何が今足りないか，どういう

ふうな施策をとって行かなければならないか。というこ

とを認識してもらい銀将来日本の技術というものはどこ

まで上げられるか，何処まで上げなければならないか，

一方外国からどういうふうな技術を導入していくか，そ

れを外国の技術のレペル蓑で上げるためにどういうふう

なことをしなければならないか，専門ごとに検討してい

きたいと思うのです。ところで松原さんの方はどうです

か，貝林協という団体として普及事業との関連などをど

うお考えですか？

松原普及事業との関連は日林協としても十分に考え

なければならない問題だと思います。わたくしたちはほ

そぽそながら日本の林業を良くする，林業技術をよくす

るように貫械することに尽しておりますが，御らんの通

り無ﾉ護久タップでありまして十分御期待に添い得ない

ことを残念iこ思います。しかし林業に関する試験研究や

調査の状況なり，あるいはその方向，霞たはその他諸外

国の林業技術の状勢といったようなも‘のにつきまして，

なるべく皆さんの役に立つようなものを広くPRして

いきたいということが一つの協会の仕事だと思っていま

す。それからAgの方点が各現地で林業家に対していろ

いろと相談相手になるとか，指導であるとかの活動をな

すっているんでありますが，そのような林業技術のこま

かい問題につきましてさらに十分な解答を与えるための

資料を提供すること，それはもち論県なり，普及課あた

りを通じまして各県の林業試験場，あるいは中央の試験

機関，林野庁などからいろいろと指示を求められるよう

な方法をとっておられ，それにはそれなりに十分な成果

は上っていると思いますが，なお私たちばそれ以外の面

におきまして，少しでもお役に立つような相談の窓口，

つまり技術の斡旋をするとか，現地の調査や実行を引き

受けるとかいうような仕事の窓口になりたいということ

をかねがね考えているのであります。そういう面におき

まして私たちのやっている仕事というものと，それから

A9,SPの方がやっておられる仕事とは全然別個のもの

､7壱あるということでなしに，形こそ違いますが究極の目

的は一つであると思います。それで特にお願いしておき

たいことは，わたくしたちの協会をいろんな面において

大いに利用していただきたい。それともう一つは林業技

術者の社会的地位の向上といったような面におきまし

て，これは他の関係の林業技術者，たとえば国有林の人

達，各県の普及事業以外の仕事漣たずさわっておられる

方を，その他学校の先生なども含めて，広い意味におけ

る林業技術者の結集団体として大きな力をもり上げてい

ただいて，日本の林業技術の推進におたがいに協力して

いただくという二とを特にお願いしたいと思います。

伊藤今お話になったように林業技術協会も一生懸命

やっておりますが，私どもも林業技術協会は向上しなけ

ればならないと思います。社会的なものと技術的なもの

とありますが，技術的なものについては今林業の百科事

典を編纂してきすが，技術というものに対する解釈を統

一するというふうなものを作って林業技術者の質の向上

発展に対して寄与しようと､しているわけですね。各県の

課長さんたちにも目的にそうようにPRをしていただい

てですね，山の人たちにも買ってもらいたいのです。こ

れは4，5年間本当に苦心して大学のエキスパートとか

私も編纂委員の一人ですが..。そういうふうな方だがそ

れはとにかく苦労してます。調整問題，技術の解釈など

苦労してます。そういうふうなわけですから，この点に

つきましても今度は地方の課長さんたちにお願いするの

はそれをPRしていただきたいのです。刺業技術協会を

松原専務がいうように利用して下さい。また協会側も，

われわれが利用しうるように恋斗して下さい。松原専務

にはこの点を特にお願いしておきます。

杉下一番最後に全国のSPとAgを代表して協会に

ちょっとお願いがあるのです。

伊藤陳情受けているのかな。

杉下陳情受けてるわけじゃないのですがSPはまだ

いいですが,Agばよそを知らないのです。うちで編集

している林野時報というものでよその県の様子は知りう

るようになってますが，他の県の技術者，要するに協会

のメンバーですよ，そういう人たちのいろんな考えであ

るとか，本当の技術とかを知る磯会があまりに少ないの

ですよ。ですから出来るだけAg,要するに普及組織の

メンバー以外の方に出来るだけ林業技術という雑誌を話

－23－

、



座談会林業改良普及尊嘩10年を省承て

松原そうですよ。特に今年の新年号，これは当然出

ておりますから，各普及員だとか担当区とか各地の人の

新年に対する感想といっちゃなんですが，年頭にあたっ

ての抱負といったようなものをなるべく出してもらうよ

うにアンケートしたものが30名ばかり集っており髪す

でしょうか｡そういうことを今度の編集ではやり菫してd

伊藤前にもありましたね。

松原前のは偉い人ばっかりやったんですが，今函ま

第一線の人の原稿を大分頂きましたから，これを端緒と

しまして，心やすくのせられるという恰好のものにした

いと思います。今おっしゃるような発表なり調査の報告

なりといったようなものは今まででも極力のせるような

方針でおります。

渡辺大体恐れをなして…･

松原同じようにはじめから並べてし蚤うということ

に都合の悪いことがあると思います。別に親し承やすい

柵を設けることがいいでしょうね。

伊藤それではこのへんで終り玄しよう。

松原どうもお忙がしいところをありがとうございま

した。私共も林業技術振興のために懸命にやっている菰

りで居りますので，どうぞ至らぬところほ大いに御鞭燵

いただきまして，一層普及事業と結び付いて，日本の林

業にお役に立ちたいと思います。

の場として活用してこれらのことを発表していただきた

いことです。Agにほこの雑誌をできるだけ読むように

指熱しますから。また，こちらの編集の御方針の中に

も，話し合いの場といったようなものが出来るように一

つ御考臘願ったら非常に助かると思います。

松原それはよくわかりました。そういうことについ

て林業技術の編集にたずさわりましてから，ほじめから

考えておったのです｡是非そういうふうなことをやりま

して各地の声といい髪すか，いろんな御意見なり，感想

なり，希望なりといったようなものにつき童して，どん

どん投稿していただきたいと雑誌の上では要望したわけ

ですが，どういうものですか遠慮されるのかほとんど出

てこない。そのようなものがないから林業技術に対する

親しみがなかったんだろうと思い童すが，それは何かの

形において皮切りを作らなくちゃならないと思います。

渡辺そういう意味で県の職員がかいたし鑑一卜のよ

うなものでも内容的には数字が多いものでも林業技術に

のせさせていただく。

松原これは極力やっております。

伊藤私ども編集委員やっておりました時でも見だっ

てたいしたことないものでもやっぱり別個な欄を作って

要約してでも掲載し，そして名前を出してやると親しみ

が出る。

■
』

私の意見’’

のならば，別にとや角いう筋合いはない。ところが，あ

る文章で，土地名な，キヨウトのヤマキタ地方とか，フ

ジ山とか醤いてあるが，これらほ，京都の山北地方，富

士山と書いた方が，むしろ分りやすいと思う。このよう

な土地名にしても，統一して用いられるなら片仮名書き

でよいが，同じ文章の中で，千葉県のごとき漢字が出て
来るから，この場合の片仮名沸きは，不合理であるとの

そしりを受けるだろう。蓑た，ある林業関係の雑誌に，

ネコに小判，ブタに真珠という文章が見受けられたが，

豚は当用漢字にもあり，豚と雷いた方が分りやすい。特
に印象を強めるために，ことさらに，仮名を使うこと

が，よくあるが，そういう場合朧別として，何となく仮

名を用いた文章ば，なるべく分りやすいようにと，心を
配った筆者の意に反し，読承にくくなってしまうことが

多い。重箱のす承を，楊子で突つきまわすようで，恐縮
であるが，一般という言葉を，わざわざ，いつばんと譜

いたり，杓子定規を，シヤクシ定規と書くような不統一

ほ，それが，文章に重点をおいていない技術書にして

も，見すごすことば出来ない。そして，そのような文章

が，一般の風潮のように思われ，その傾向が，だんだ

んはげしくなって行くような気がする。この調子で行け
ば，文章はすべて仮名書きとなり，まるで長い電報を読

むようになってしまうかも知れない。

不揃いを，フソロイなどと醤かれると，はてな，どこ

の国の言葉かな，などと首をかしげざるを得ない。

林業用語雑感 日

海藤精一郎

林業に限らず，最近の専門譜の文章が，非常に平易に

なり，分りやすくなって来たことは，喜ばしい。ところ

が，よく読んで見ると，文章そのものより，文字の使い

方が不合理で，どうもちぐはく．な感じを受けるのは，減

ばかりではないと思う。というのは，端的にいえば，あ

まりにも分りやすくしようとするために，平仮名，片仮

名を不統一に使いすぎて，かえって分りにくい文章にな

ってしまう場合が多いからである。外国語を発音通り，

片仮名で書いたり，樹種をスギ，ヒノキ等と書くのは当

然であるにしても，タネ，サシキ，ヤマ，サシホといっ

た林業用語を片仮名で書くのは，何か統一された約束事
でもあるのだろうか。種子，山と香いた方が，むしろ，

ぴんとくるような気がしてならない。ヤマというと，鉱

山，炭坑と書いても，ヤマと読堂せる場合もある。バラ

ツキなどの専門語は，もはや，知る人ぞ知る言葉でしか

ないようである。これなどは，元来分りやすいようにと

思って作られた言葉であったろうが。

しかし，これらの専門語が統一･して片仮名で書かれる

《
シ
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堰堤水叩部洗堀試験

－特に主副堰堤間距離について－

星川繁広

1．まえがき

主副堰堤間の距離を求めるのに,Angeholzerの式が

あり，また堰堤水1111長を求める式，あるいは経験式を採

用しているｶﾐ，水叩長は落下水脈の水叩上への水平落下

距離で，この値を直ちに主副堰堤間の距離に採用し得る

か否かは疑問である。すなわち主副堰堤間の距離はその

重合と共に，堰堤水1I11部滝つぼの平衡を保たしめるため

には主副堰堤のある大きさの距離が必要である。

この問題について伏谷博士が水叩部保護に関する一連

の実験の結果実験式を発表されていられるが，洗掘深と

主副堰堤間距離との関係が非常に重要であるという鄭が

一般に理解されていないようである。そこで従来の水IIII

長を求める式，あるいは経験式より求めた幾つかの距離

でもって実験を行ない，主副堰堤間の距離の変化により

洸掘平衡条件がいかに変化するかを考察した。なお実験

装置は本学防災学研究室の渓流装置(Fig.1)を使用し

た。

また本研究に対し伏谷教授より懇切なる御指導を賜っ

たこと，また実験に対し小路口，千原両氏が援助下され

たことに対し深甚の謝意を表するものである。

2．実験装置

実験装置はFig.1に示したようなもので2m×8mx

1.5nlの防水モルタル塗の低水槽より,15kwの直結渦

巻ポンプで高水槽に吸い上げ，高水槽では水深1mにコ

ンスタントに保ち，高水槽より全開直径30cmのケー

トバルブで静水槽への水を調節する。齢水槽で落下水を

安定させ柵73cmの水平なる水路に送りこむ。

水路は全長9mでその間に7個の堰堤を挿入出来る

ように潤辺に満がつけられ，また水路の実験主要部は片

側をガラス壁とし,実験の観察,撮影の艇を計っている。

本実験では主堰堤として鉄製梯形堰堤板（放水路側方

法1割，下幅20cm,上幅50cm,有効高50cm)副堰

堤として鉄製梯形堰堤板（放水路側方法1割，下幅20

Cnl,上幅50cm,有効高30cm)を使用し，主副堰堤間
､

には粒径10～20mmの砂利を30cml¥さに水平に入

れた。

流路最下流端では流水は量水桝に入る。これには幅

50cnlの矩形堰があり量水堰となる。

量水桝で流鐙を実測し量水堰で縮流職こよる流量測定

を同時に出来るように，量水桝と愛水聰が設置されてい
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星川：堰提水叩部洗堀試験

る醗水桝容穂1.58m3)。量水桝にはサイフォン式水

深測定器が付設され，量水の測定に便である。本実験の

流瞳はサイフォンで量水堰上水位を測り，次式に代入し

て郷出したものである。

Q-fb･c､,ﾉ亜'ii(m"/seC)
ただしb=0.5m,c-0.6,h=h'-654mm,h'=

サイフォン水位,654mm=静水満水時鐘水桝平水位

没水堰より流下せる水は内径30cm,勾配3/100のヒ

ューム管を流れ，低水槽に戻る。各堰堤間の水も単独に

3/4インチのハンドルコックをへて低水棚に戻る。低水

柑及び量水桝の排水は排水惨透溜桝に導かれ，排水され

る。

3．実験方法

第一実験

粒径10～20mm,主堰堤高50cm,副堰堤高30cm,

砂利層30cm,主副堰堤間距離120cm,流量単位巾(1

m)当り0.01748mm/Sec,0.0263m'/sec,0.0348m3/sec,

0.0412mi/sec,0.056m3/sec,0.0608m3/Sec,0.0736

mm/secの流溌につきそれぞれ2回実験結果が異なる時

は3回実験した。流し始めてから定常流になるまで（大

体5分間）底質保護樋にて水を該実験部より下流に導

き，この間の洗掘を防止し，定常流になった後腫質保護

樋を瞬間的に除去し，洗掘を行なわしめシ洗掘砂礫の下

流への移動停止，すなわち動的平衡に達した時，動的状

態にて洗掘深を測定した後，再び底質保潅樋にて水を下

流に導き水を止め，水流が無くなってから影響区域長そ

の他を測定した。

第ご実験

第一実験の中,0.0263m3/sec,0.0412m8/sec,0.056

m8/secの三流麓につき主副堰堤間の距離を極なに移動

して実触を行なった,実験方法は第一実験と同様である。

4．実験結果

4．1流戯0.0263m3/sec

ノ

主副堰堤間距離

'｡211961"｜

’
"81508
鯛.0150.8

120cm

－

山裾部50.8cm |1o"1"ols§
丘頂部39.8cmlZ分間で30cm洗棚底部露出

一一一

頂部と山裾との中間
45.8cm

4分間で30cnl洗掘底部露出 公
一一

|底部露出(砂利屑30cm)*経験式40cm

礁蝿物線式22…|底部露出(砂利層30c"
＊経溌式L=2(H+h)(H+h)に水面落差20cmを
使用

*鵜繩物線式L=v/2(¥h)(H+h)朧水面落鐘20cm
v＝､／堀rより求めるh=溢流深

山裾部に副堰堤を挿入した時は主副堰堤間距離120

cmの時と大体同じような丘部を形成するがJFig.2の

点線に示すごとく副堰堤付近の砂利が幾分流出し，丘部

後方の勾配が変る。平面的に見ると丘部の先端が細くな

る感じがある。これより短距離では砂利の流出箸しく丘
、

-B臭に副嘔堤がある時
凡例-･･--C臭に副堰堤がある崎
(50･30)00263'遜層30"
粒径10~201nm
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部の正常な発達は見られない。 4.2流量0.0412mβ/sec

最大洗掘深｜同距離｜丘頂高｜同距離
15.2cml26.5cml8.0cml54.0cm
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星川：堰提水叩部洗堀試験

I｣｣裾部に副堰堤を挿入した時は流し始めてから2～3

分間砂利が幾分流失，その後は堰堤下流部への砂利の移

動は認められず,Fig.3に示すように主副堰堤間距離

120cmに比して丘部が全体に低､jようである。
4．3流量0.056m'/sec

R35乖掘区域長LtQHLn関係
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山裾部に副堰堤を挿入した時は，副jl災堤付近の砂利が

幾分流失,Fig.4に示すように丘部が幾分低くなる傾向

が認められる。丘頂部に副堰堤を挿入した時は水を流し

始めてから2～3分にて渓床が現われ，山の形成は全然

行なわれない。1時間水を流した後，砂利層を平にして

その深さを測定した所，最初30cmあったものが13cm

しかなく1時間の間に半分以上の砂利が流出した事が判

る。

次に副堰堤の移動実験を行なわなかった流量における

般大影響区域長と，経験式批物線式より求めた数値を

比較のためにあげると，

以上の実職より，若し主副堰堤間の距離が十分にあれ

ば，まず巌初の洗掘押送力により砂利は洗掘，前後左右

に押送され，ことに前方への押送力著しきために前方に

高い砂利の丘部を作る。しかして，時間の経過と共に，

洗掘押送の砂利により丘部は水平的，垂直的発達をな

し，遂に滝つぼ中の洗掘持上げられた砂利は丘部を越す

ことが出来ない状態に立ち至るのであるが，副堰堤が丘

部の中間に侭かれる時は，丘部の完全なる水平的，垂直

的発達が行なわれぬために，動的平衡に到達する事が非

常に遅れるかまたは達し得ぬようになる。また副堰堤設

置により，副堰堤付近の流速が墹大し，これも砂利の流

送に大いに影郷を及ぼすものと思われる。故に主副堰堤

の関係唯，その最も安全なものは，伏谷博士が求められ

た主副堰堤間の距離を，

L'-a¥:(QH)'･"+3H,
ただしQ=放水路1m当りの流量(m3/sec)

dm==渓床礫平均粒径(mm)

H=水面落差(m)H,=溢流深(m)

より求めたる長さをL′以上ならしめ，その重合高を，

F=器票(Qvo-0.000224dm'･63)0.4g
ただしv･＝落下水脈の下流側水面速度(m/Sec)

より求めたる洗掘最大深Tとするにある。

しかし目下本学で行なっているブロック試験によれば

水叩部にコンクリートブロックを並べる事により主副堰

堤間の距離を短くし，重合高を小にする事が出来為よう

である。

（34．11．5寄稿）

0

~~蓮掌 ’ １
１

｜

’
0．0348

m'/sec
cm

60．0

40．0

24．6

’
0．0736

m3/sec
Cnl

120.0

40．0

31．9

0．01748

m3/sec
Cnl

39．0

40．0
19．8

0．0608

m3/sec
CIn

91.0

40．0

30.Z

実験値
経験式
拠物線式 《

『
）

となり，経験式あるいは鋤物線式により求めた値は実験

値に比し遙かに小さい値を示す事が判る。

Qm3/secを1m幅単位流量,Hmを落差,Lmを該

距離とし対数方眼紙上に横軸にQ･Hをとり，縦軸にL

をとり，定測値をプロットすればjFig.5に示すように

直線となる。Lは砂礫平均径drnの“乗に反比例する

とすれば，

L-*(QH)'
となる。この式は主副堰堤間の股短距離と考えられる

が，前述のように｣二流水面の勾配の影響を受け，丘部が

幾分不安定となるので，この影謬を除去するためには，

副堰堤の位置を若干下流に移行させる方が,安全である。

すなわちL'=L+αが求める主副堰堤間の距離であ

る。

､
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気候変化と林木の年輪

及び森林蓄積 Ing.MiroslavLanda,

Czechoslcvakia.

序 論

現在気候の変動洞:多くの観察の対象となっている。気
耐ば森林にはっきりした影響を与える。森林家の仕琳は

年輪生長の変化の割合を指摘し，自然状態における森林
蓄積を増加せしめる方途を探究することである。しかし

この問題の解決は森林と森林以外のものの関係の研究に
かかっている。われわれは森林に関する研究を始め為前

に，気候学，気象学，編史学，地理学，地質学，励物

学，植物学，その他の科学を研究する必要がある。

そのすべての力を借りるならば（これは多くの科学者

の意見によれば時として一致しない）われわれは変化は

しているが，自然な状態における年輪生長歎を得ること

ができる。なぜなら，われわれは放射状の増量と蓄稜を
測定し＝ントロールすることによって，また歴史的にし

て現代的な方法によって実際的な証明をなし得るからで

ある。これに対して森林率の分析は過芸の気候変化を証
明するに役立つ｡現在の気温とそれの森林,とくに天然林

の生長への影響の研究は非常な経済的重要性を有する。

気候変化の分析と証明

工気候についての歴史的現代的特徴

地質学的調査は100万年の間にも地球上の気候が，絶

えず変化していることを教えている。

Kuppen(10)は7200年前の地理的65･の地区の夏

の乾燥は72｡の地区の現在のそれと同じ値をもつことを
示している。

ヨーロッパでばathmospheric運行の変化が認められ

た1850年から気潟が上がり，20世紀の初年からも年平
均温度は絶間なく上昇している。

A自然現象

a結果

1．氷河

気温は極地において最もはっきりしている。1946年ソ
ヴィエト船Sedovの観測者はNansenが1893～1896

年に365cmの氷層を発見した。北氷洋上の同じ地方で
厚さ218cmの氷を入手した。

また，アラスカにも同じ例がある。いくつかの氷河が

1892～1942年の間に北へ22kmの距離，すなわち年に
400m移動した。

スエーデンの氷河ストールは6年間に11．6百万nl3

の氷量を消滅した。

スカンジナヴィア，アイスランドおよび北米の多くの

巨大な氷河は完全に消えるか，非常に減量した。

’ 筆者はチェコスロバキヤ人で東京大学，大政教授の
もとに本穂を寄せて来たのであるが同教授の御推奨
により，ここに紹介するものである。

こうして50年前巨大な氷原が拡がった地点に今日自

由海が存在する。

b理由

2．温度

氷河の変化ほラポニイカにおける高温に関係(Ahl-

mannl)している。

荒川は日本の20都市の最高溌低の温度の測定から

100年間に最低温度は大阪では2.6｡C,東京では1.5°

C高くなっていることを発見した。

これはチェコスロバキアにおける年平均気温が絶えず

増加していることを示す。チェコスロバキアでの癖則に

似ている。

1880年からさらにIi7｡C増加した。Gru壮er(5)

(彼はスイス，アルプスで温度測定を行なった）は1951

年が]942年から連続する高温の年の一つであること，

およびさして大きくはないが温度の偏りは正常な100年

前より平均0.5｡C高いことを発見した。

Rujicka(21)はウクライナから次のことを示した。

Lugpvoroshilovgrad停車場は1838～1894年に年平均

温度7.68｡Cで寒暖の四期が現われた。100年後の1895

～1950年に0.15｡Cの上昇が見られた。

3．降水量

Ruzicka(21)とHlavac(Landal3)は中部ヨーロ

ッパで年間の端に乾燥し，または非常に湿った季節の

起る確率を決めることを発表した。

Krivsky(Landal4)が，プラグのクレメンチイニュ

ウムで150年間絶え間なく記録した湿度と降水鐙のグラ

フによればb20世紀の前半，中部ヨーロッパの温度ば

平均以上に上り，降水愛合計は減少したことを示してい

る。

Kuivsky(12)は2000年までは温度低下につれて降

水量は高くなり（これは長期間の変動でなく短期間のも

のである)，それゆえに多分2100年に降水量の股高と

(Landal4),温度の最低が現われるだろうということ

を予報した。

Maran(Landal3)はポヘミヤで200年にわたる降

水量を観測した。

4．蒸発

もしわれわれが平均温度は常に増加すると考えるのが

正しいと仮定するならば，大きな蒸発が起らねばならな

い（これは水の欠乏の原因になる)。

Ahlmann(1)朧水の平衡の研究によって,1930年か
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気候変化と林木の年輪及び森林蓄職 、

WienerWaldへ入り込んだ。

それはすでにPolicka近くのポヘミヤの南MoraVia

B.laesusにおいてさえも見られた。

太陽光線の強烈さが増し，そしてまた森林を破壊する
多くの昆虫が，太陽黒点（爆発）が一層頻繁に，そして

大きくなった。丁度その年に現われた。

そして1947年チェコスロバキヤの甲虫の災難は丁度こ

の年に起った太陽黒点の最大時点によるように見える。

e植物学的発見

はだか麦はフィンランドにおいてはより大きな穀粒と

なる。それは成長期間を3週間が延長されることが原因
となっている。

Ahlm"Tmが示したこの現象は，ス匡一デンでも見ら

れた。それは現代の気候は1200年代よりも暖いという
Thorarinsonの観察(Ahlmannl)と同じであるが，

彼はこれを腿産物栽培から推定した。

.C人類の影響

1．発展の初歩段階における人間の産業力

もしわれわれが森林を伐採したり，放牧したり，焼い
たり，あるいば開墾したりする森林に対する人類の直接

的な影響を除外して考えるならば，また気候変化におけ
る人類の通常の影響について考えるならば，われわれば

カリフォルニヤ大学教授Kaplanに同意することができ

る。彼はその長年の"f究により，地球の空気は石炭やそ

の他の燃料の産出により，また大きな産業時代の結果と

して漸次暖かくなっていることを示した。

2．発展の最終段階における人類の活動力

われわれば乾燥と豊湿の急速な変り目に表われる普通

的な液体比通計の異常に気づかねばならない｡(RuziCka
22)1957年7月初めから新聞は，三一戸シバにおける熱

帯的暑さと天候のくずれについて報じている。
ヨーロッパにおいて1958～59の冬の天候異変ははっ

きり観測された。しかしもしそれを信じるならば，それ
が単に太陽黒点と彩色の太陽爆発のためであることを確
認するだろう。また原子燦発試験が爆発中心から遠いと
ころでも天候が変る原因であるという説もある。

原子爆弾自身が天候に影祷を与えるということが知ら

れている。なぜなら普通の暴風雨は少なくとも10～15

の爆弾の爆発と同じ力をもっているから。しかし爆発後
の飛散する灰，この灰を含んだ放射能，そして飛散力等
いろいろの疑問がある。放射能灰がまた森林における変

化の原因となるかどうかは，森林家によって研究される
べきである。

皿気温による主要林木の年輪生長と森林蓄裁増加の

問題

ヨーロッパに大面積に分布し，自然と人間の影榔を

十分示し得るScotchpine(pinussilvestrisL.)と
CommonSpruce(piceaexcelsaLK)が股もよい例で

ある。

気候変化の影瀞が最も顕著な北部およびPolax･地域

ら蒸発が常に起っていることを確証した。

5．風

気候の長期変動の様相は気候線の分析の数理統計学的

方法の発展と共に明確になった。

B人類の部分的影響をもつ自然現象／

1．動物学的発見

気温の証明は，またより北方あるいは他の場所（そこ

で彼等は好適な潔境を見出した）において鳥類，勧物，

魚類，昆虫類を発見することによって確かめられた。

a鳥

Komarek(Landal4)は100年前わずかに低地帯に

棲息分布していた東方の典形的住者Passerdomesticus

L・を扱った。今日それはポヘミヤの山にさえ機んでい

る。多くの著者はStreptopeliadecaoctofriv(彼ばパ

ルカンから移住した）について長く書いてきた。また

Serinuscanariaserinus(Maranl6,Vesely26)"

1800年までドナペとアルプスから北には棲息しなかっ

た。今世紀の50年間にそれはポヘミヤに定着したc

Maran(16)は20世紀になってTimmermanが1938

年から行なってきた観察，すなわち以前住んでいなかっ

た7種類の鳥類がアイスランドに棲息を始めたというこ

とを例証した。

Pascovschi(18)はルーマニヤと山へのPerdixの移

住は人間の影霧ではないといっている。

真の理由は複雑な生態学の結果である。それは中部の

ヨーロッパにおける気候変動と気候および人間によって

南へおしやられた種類のかくれた動態とによるものだあ

る。もっとも新しい研究によってSIadekとMosansky

23）は次のことを書いている。「チェコスロバキヤ動物

誌」において，南東のものとしての鷲Aquilaheliaca

Sav.は気温にかかわりなく素早くわれわれの土地へき

た種属の一つであると。

b動物

最近ヨーロッパHareLepuseuropaeusL.のソヴィ

エト連邦への絶えざる移動が報じられている。この認歯

動物ば最近100年間にKE"reliaの北へ600km以上も

移動した①【aran26)。ノールウェイの多くの小動物ば

人間によって絶滅されかかったが，遂に絶滅ぼしなかっ

た。

c魚

Maran(26)は多くの新種の魚が水温が2｡C上ったた

めに，アイスランド近海に出現したことを記している。

Stephens(Landal3)は西ヨーロッパの水棲物の新

種の出現を観察し，1932～34年に水表面が1.5｡～3.0°

Cになった結果として，新種が北洋に現われたことを発

見した。

d昆虫

Bombusの二つの種，すなわちBombusfragranSと

B.laesusPenetratelXTurkestaniaから黒海にそっ

た大陸を通って西へPannonialorwland"､,そして
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気候変化と林木の年輪及び森林蓄積

においても天然で縁とんど未開のものがあり，また中部

ヨーロッパ（そこでわれわれは自然変動に関して人間の

支配の最も悪い影響を見ることができる）で，われわれ

が天然林と人工針葉樹林とが接近して存在するのを見る

ということは重要なことである。

A現在の気候条件に関して中部及び北部ヨーロッパ

の森林および蓄積についての新研究

Keranen(9),Ahlma皿(1),Hustich(7)は次の

ことを考えている。すなわち北スカンジナヴィアにおけ

る般近100年間の温度によって，林木限界は再び北へ動

いた。この動きばHorthの森林における蓄積の内容に

関係している。

Strand(24)は第2次世界大戦後ノールウエイの森林

の調査から次の結論を報告している。1919～30年（こ

の期に8％だけ少ない森林が調査された）の調査結果は

蒋秋に関して25％少ないだけであった。これは蓄蔵の

天然鐙が増加することを示している。Hustich(8)と

Mikola(17)はrarepineの結実年1850,1875,1884,

1896年に対してノールウエイの北部林木限界線上の

pineの1915年以後の結実年はより回数が多いことを

示している。

B中，北部ヨーロッパの森林の現在の気候条件下の

Scotchpixle(PinussilvestrisL.)とCommon

spruce(PiceaexcelsaLK.)の年生長量

AblmanTIばその著書で1910～1920年間における主

要林木の年輪の平均指数はフィンランドのあらゆる地

方，とくに北部地方のものよりも大きいと書いている。

彼はpineとsprueeの年輪の分析によって気候変動

が生長期間の延長を促したことがわかると考えた。

気候変動はスエーデンの森林生長鐘の増大を助けた。

この現象は南部におけるよりも北部において顕著であ

る。

Hagberg(6)はスエーデン森林のより高い蓄積につい

て詳しく記しているが，その理論についてば触れていな

い。

私にいわしむれば，それが自然状態に鐙いて，中部ヨ

ーロッパにおけるよりも北部ヨー頑シバにおいて一層顕

著に現われる気候変化に関係していると承るのは正しい

であろうか。
中部ヨーロッパでは，そのような観察は人間の活動力

（開発，農業，放牧あるいは工業の方法としての間伐，

伐出，下刈，芽かき，施肥）ならびに自然の状態がこわ

されることによって妨げられる。

チェコス鹿バキアにおいてはCommonspruceは地

理的に2．北へ斉らされ得るL,一方pmeは地理的に

2．南においても植栽に成功している。

スエーデンVgirmlnnrlからKOlmodinは1919年～

1928年の間の蓄積増加ば，1901～1910年のそれよりも

大きいと推断している。

われわれは年輪への同じ影瀞についてのAhlmnnnの

次の多溌菱に反対はしない。すなわちノールウェイとスエ

ーデンにおける林木生長は10年前に対して逓竿早めら

れ，年輪は平均0.1mm大きくなったと。

Bohmerは1920～38年のノールウエイにおける研究

から，すなわち蓄積の特殊な澗査と生長量の把握によっ

て，ノールウエイの森林の年間生長量が1920年より全

蓄積の3．36から4.18％に増加したことを推断し得

た。チェコスロバキヤにおいては年輪生長の系統的研究

は未だなされていない。ただ,Becvar(3),Hanzlik

Racz(20),Marsakova-Nemejcova(15)が，ソヴィエ

1､Perelygin(19)から部分的にこの問題を解いた。

結論

現代の気候の長期あるいは短期間の変化の研究は，中

部および北部ヨーロッパにおけるもつとも経済性の高い

種類であるScothpine(PinussilvestrisL.)とCnmmon

Spruce（PiceaercelsaLK.）の成長に対する温度と好

適な条件に関するものに集中されている。

ことにヨーロッパの北部地域においては，気候変化は

森林蓄積の推移予想に対する意義深い要素と考えられ

る。

過去のデータと，それと同じ方法を用いた現在の調査

結果との比較の重要性，および森林に対する人類のあら

ゆる影響を評価する知識，ならびに森林（少なくとも全

ヨーロッパの試験対象としての）の自然研究を助けるこ

との重要性は，森林がより良く生長しいかに多く，いか

に長期にわたって生長するか，そして人類文明がどのよ

うに年輪生長に影響を与えるかということの根本的決定

に対する必要条件である。

それは興味ある経済的問題でもある。
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|紹介
T 米国マツ類の2つの病害

に対する生態的研究

凸一
同 井

森林（という，生物社会）における病害の発生という

ことを考えて承ると，これは単に林木と病害，もっと狭

くいえば，ある樹種の林木と病害とのやり取りの場だけ

の設定では足りない。林木から糸れば,不満足な環境,換

言すれば病気に確り易い潔境およびそれに伴ってひき起

される林木自身の内的条件が病気に罹りやすい状態とが

考えられなければならない。一方病気の側から象れぱ，

病菌の発育繁殖に好適な条件，それから林木へ侵入する

に必要な条件一括して環境という－が与えられな

ければならない。しかもこの両者の側の対応する条件が

同時に満足されたとき病気は発生し，かつまん延する。

して象ると，この場合の環境というものは，発病の鍵と

なることが理解される。森林という樹木の集団を考える

際には，特に人為的に支配し難い外的な潔境が重視され

なければならない。しかして，その環境は大きく分けれ

ば，生物的環境と，無生物的潔境とに分けて考えられ

る。生物的環境とは，発病の起因者である，病原生物

と，罹病者である林木をしばらくおいても，これ以外の

林木，林床植物鳥獣昆虫から，菌類，バクテリヤ類等地

上，土壌中に分布するすべての森林社会の生物樅成員を

対象とする。無生物的環境とは，気象，土壌等を対象と

する｡しかして,これ等の各要素ば混然一体となってきわ

めて多様な環境を作り上げている。ある時は発病まん延

に好都合に，またある時は逆に不利に働くわけである。

さればこの潔境のうち，発病に蒋利な要素とは，逆に不

利な要素とは何かを解明して，森林の病害をなくした

り，軽減したりして行くことが生態的防除という思想で

ある。確かにこの思想ほ合理性を備えており，かなりの

普遍性をも備えている。

このため，わが国林業界においても，この思想への共

鳴は，現に昂まりつつあり，林業試験場においてもカラ

マツ落葉病を中心として，研究段階に入っている。しか

し日なお浅いため，残念ながらまだこれといった成果を

示すには至っていない。

筆者は般近米国におけるマツ類の2種類の病害の生態

的な研究に関する報文を読んだ。対象となっている病原

ほ，1つはヤドリギであり，他の1つは不明のものであ

筆者・林業試験場造林部

省 三

るが，共に栽培農業的手法をもって防除できない共通点

を持っている。したがって，この問題の研究的方法も必

然的に生態的なものに重点がおかれている。

これらの論文は，いずれも比較的簡単な方法を採って

いること－つまり誰でも思いつくような試験のアイデ

アとデザインとにもとずいている－と，その結果が防

除に対してかなり具体的な示唆を与えていること，等の

ために紹介することとした。

＊＊＊

Boyclによれば米国に広く分布する艤生ヤドリギ

(dwarf皿stletoe,Aγc""〃06伽畑属）は，自ら光合成

を営承，根状の吸器により寄主から水分を奪って生活す

る。種子ほ空中に強くはじき出され，鳥獣等により，遠

方にまで伝播され，樹上で発芽し，吸器を寄主に挿入

して定着する。これに類似したものは本邦には，ツバ

キに寄生して被害をもたらしているヒノキバヤドリギ

(Ps"l""鱈ノ"0""s)がある(写真-I)｡

ただ，ヒノキパヤドリギと異る所は，針葉樹にのふ限

って寄生する点にある。このヤドリギの一種のA7'cet-

加6”秘α池g7･ic""加の花器は（写舞一Ⅱ）に示した。

q

写真一エツパキに寄生したヒノキバヤドリギ

（千葉・原図）
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写真一江アメリカヤドリギの一種Arceuthobium
{americanurnの雄花

A－雄花:p…花被：a…満:S…小花梗節
B一雄花をつけた枝:C-4部よりなる花の断面

(G1LL･原図）

米国におけるこのヤドリギの被害は南西部，西部の乾

燥地方にはなばだしく，この寄生により若いマツで朧枯
死することもあるが，いずれにしても樹形はゆがめられ

生長の減退はまぬがれない。間接的な被害としては，

(a)菌や昆虫の2次感染の因となる。(b)天狗巣状を

呈するたあ，風雪による折損が激化する。(c)寄主木

の種子の質および瞳を低下させる。などが考えられる。

防除については適法がないが，従来，過密林分はヤドリ

ギにとって有効な光線を制限するので被害が軽減される

ように考えられてきた。
、

GI"等曾》はポンデローザマツ(P"JsPo""os{z)

に寄生するヤドリギ(AfceMO6")2"(zgi"""の防除

試験を試みた。これは，はじめに林分内にあるヤドリギ

感染木を切り除いて，その後の消長を観察したものであ

る。この結果，このヤドリギは感染からはじめて種子を

蒲けて繁殖するまでに巌低48カ月を要し，潜伏期間は

きわめて長く，このため，これを林内から完全に除去す

ることは困難であることを確めた。

試験期間中，5年間毎年生じたヤドリギ感染木を除い

てゆくと，5年後に感染木は，はじめの17％となった。

さらに13年後には7％まで減じたが，このうちの半

ばは5年以降に生じた種子により新しく感染がおこった

ものであると考えられた。

また，潜伏中のヤドリギは，防除作業後5年間に60

％まで，7年間には80％まで生ずる。さら漣，この5

年間に生じたヤドリギの60%は3年以内に生じている

ので，2回目の防除作業ほはじめの防除作業実施後3～

7年後に行なうことが効果的であろうとしている。

また天然更新木の感染原としてもっとも重要なものは

上木であり，隣接木よりの感染を受けた幼令更新木は7

％にすぎなかった。

一方,HAWKSWORTH4)5)は，再ツジポールマッ(J'如測S

“郷”γfのに寄生するこの種のヤドリギ(A"""06”ﾅ〃

α伽"ic"""z)の垂直方向への麗延と，水平方向えの蔓

延とにつきコロラドおよびヨミンガにおける林地で調べ

ている。ヤドリギの感染を受けた般高盈度はコロラドで

9,200ft,ヨミングで10,700ftであった。この高度は，

経済林として画ツジポールマツの上限よりも,200～600

ft低いものである。このヤドリギの上限から100～200

ft以下の高度までは，被害はほとんど全域にわたってい

た。ヨミングのある地区ではロッジポールマツの約1/4

が9,800ft以上に生立しているため，ヤドリギの感染

を受けていなかったが，この高度以下の林木は約60％

もが被害を受けていた。

このようにヤドリギの分布には上限があり，低温が制

限因子となっているようである。これら上限の年平均気

温は1･C,溌低気温は約-48｡Cであった。

この結果は，ロッジポールマツ林のヤドリギの被害に

対して安全な生立のためには，これらの地方では少なく

とも9,200ft以上の高度が必要であるという興味ある

示唆を与えている。

普通，成熟ロッジポールマツの一斉林に対しては，皆

伐作業を実施しているが，これは造林学上も正しい取扱

であるとされている。しかし，この種森林にまん延して

いるヤドリギは，隣接する未伐林分中の感染木から，皆

伐区の更新木に新しくまん延する危険性が高い。

この点を確かめるため，ヤドリギ感染の新たに起り得

る最大距離，方向，強さ等につき調査を試象ている。試

験地は条件を均一にするため，焼失地であり，ヤドリギ

にも強く感染を受けている成熟ロッジポールマツ林に隣

接する林分を選んだ。

このヤドリギの自ら伝播する最大飛達距離は，約22

ftとされているが，この試験の結果では,20年生以下

の更新林分で約|22ft,20年生以上では疎密にもよるが，

30～45ftに及び林令と共に潮大することが判明した。

まん延の方向は常風の方向と関係なく，伝幡には風があ

まり重要でないことがわかった。まん延の強さを推定す

るため，感染林から30ft以内の更新木に発生したヤド

リギの鐘を比較した。

感染の度合ほ同令林分でも過密林分よりも疎林分に多

いこと，林令で臆15年以下ではほとんど感染が認めら

れないが，20年頃から発生し，30年-35％，40年-

50％，80年-99％と林令の進むにつれ急増する。

感染源からの距離と感染の強さとの関係ば，過密林分

80年生で60ft以内ほ97%,疎林分34年生で30ft以

内では77％となり，林令と共に増大し以上の距離では

急減している。

感染部位は，強度の感染木には，樹幹感染が共通して
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多く，80年生林で71％，34年生林で44％と，若い林

分にはるかに少ない。

普通，芦ツジポールマツの皆伐では，伐り残された林

帯は，20～30年後になって伐採されるが，この試験結

果からすると残存林分が20年放置されれば，そこから

伐採地の更新林分へ30ftの深さでヤドリギが侵入して

くる可能性が考えられる。従って施薬法を改善して，は

じめの皆伐と同時に，残存林分の感染木は，商品価値の

有無にかかわらず伐採するようにすれば，更新林分にお

よぶ感染範囲を少なく限定することができる。また更新

林分のヤドリギ防除作業実施の適期は残存林分の伐採時

かその直後であろう。以上のように生態的な基礎試験か

ら得たも.のを，森林施業的な防除の資料としている。

＊＊＊

シロマツ(whitepinePf漉倦"0"""J")には，病原

不明の胴枯病(poleblight)がある。40～100年生の電

柱材になるような壮高令樹に発生するもので，葉は黄変

貧弱化し，上高成長幟減じ，幹のふらん部より樹脂を獺

出する''。

この病害の発生は，約25年前から，分布は西部モン

タナ,1"$アイ〆オ，西部ワシントン州におよび，被害

面積は95,000エーカーにも達する。GRAHAM31は，普

通防除の対策として考えられる。間伐や，衛生伐等の施

業が果して病害のまん延，林木の生長，枯死などにいか

なる影響を及ぼすかを調べた。試験地は，すでに発病し

ている64年生シロマツ(whitepine)一斉林と，カラ

マツ(westernlarch)の優勢な34年生シ戸マツの未

発病混交林の2糎顔を選んだ。

間伐処理は前者では弱～適度，後者では上下木を除い

てシロマツを解放するように行なった。間伐10年後の罹

病状態は，前者では消滅，後者では発病という逆の結果

がでた。20年後の罹病率は，両者の平均，間伐区は49

％，未間伐区は19％で間伐区の罹病の激化が目立つ。

両試験地の罹病本数比臓後者に多く前者の1．3倍もあっ

た。直径生長の変化は，前者では，間伐前は健，病木と

も変りなかったが，間伐後5年間，処理区では健，病木

間に差なく，未処理区は健全木が良であった。後者では

間伐前は健全残存木が，以後罹病したものより劣ってい

たが，処理後5年間，処理区では健全木がはるかに良

好，未処理区では逆であった。罹病後柚死したものは両

者とも，枯死5年前から急減していた･材稜生長では特

に損失が著しい。この原因は枯死木の発生にある。もし

この病気が間伐に伴って発生したとするならば，間伐は

林分の頽廃を早めると考えねばならないだろう。

次に罹病木を伐採して取除く，衛生伐を行なったら，

この病気のまん延がくい止められるかどうかを確めた。

処理の内容は，罹病木のうち商品価値のあるものだけを

除く部分伐，全罹病木を除く完全伐，対照として全然手

を加えない未処理の3プ鱈ツトを設けた。処理前後の被

害状況の変化を罹病率(％)で示すと下表の通りになる。

未処理(対照)区

部分伐区

完全伐区

増加
伐採伐採伐採伐採

（鷺）開始前終了時3年後5年後
(195の(195"I(1955)I(1957)

33．535．238．0

80．00．74．0

44．40．34.1

39．34．1

5．54．8

7．26．9

この結果から承ると，処理のいかんにかかわらず，こ

の病気の残有林木へのまん延をくい止め得ないようであ

る。

このような結果だけでは結論を導き出すにはまだ不充

分であり,暗示を得るにすぎないことはもちろ論である。

一般に病害の防除という点では，間伐をふくむ撫育手

入，罹病木の除去などを実行することが好結果を生むも

のと割り切りがちなものであるが，森林という複雑な生

物社会に対してば，このような作業がいかなる場合にも

よい結果をもたらすとは限らないということを実例をも

って示している。この点非常に興味深いものがあり，保

謹という面をも加味した森林の取扱い方の多様性を痛感

させられる。
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異国の旅を終えて

中島巖

クリスマスが近づくといつもは食料品や雑貨などを運

んでいた背の低いダルマ舟が，濃い緑のモミの木を満載

してドイツから帰ってくる。そして街を幾重にもとり巻

き迷路のように石造りの屋並の間に入りこんでいる運河

を伝って教会前の広場近くへと集ってくる。高い猫い教

会の尖塔に力/く色の吹流しがつけられると広場一杯ヒイ

ラギの枝に飾られた天幕張りのクリスマス市が開かれ，

どこからともなく流れてくるジングルベルの音にまねか

れるように娘達ほ鹿皮のジャケットを着込象ブロンドの

髪を風にキラキラなびかせながら自転車をつらねてここ

に蕊ってくる。セン1.．ニコラスの贈り物を選ぶ人煮の

頬臓バラ色に上気して重苦しい冬を目近にして一と年の

溌後の楽し華であろう，アンジラスの鐘が小路のす単ず

ぷにまで余韻をただよわせながら高らかに鳴り渡り燭台

のともし火が一本一本と吹き消されて静かな聖夜もすぎ

て行くと肌寒い氷雨と濃霧の其冬が始まるのだ。

1957年10月20日付で海外出張を命ぜられた私は林

業に対す局航空写真の応用研究を進めるために，その年

の蘇よりオランダの古都デルブトに滞在していた。そ

れは私が主な勉学の機関としてInternationalTraining

CenterforAerialSurvey(国際航測研修所）を選んだ

ためであった。林地に対する大規模な応用や判読解析の

電子計算またはカラー写真等と華やかで先端的な研究を

求めるならばあるいはカナダや米国に主体を置くべきで

あったかもしれない。当所はオランダ政府が土地建物を

呈供し,F.A.O.の基金により運営され写真測世の韮

礎学の研究と技術者の養成を主眼とした著名な磯関であ

り，当所にて研習を積んだものほ現在それぞれ世界各国

の航測界の主要な領ストを占め，またはその中堅として

の腕を振るっている。

私は同所における基礎航測学と判読部門における研修

課程を体得し，従来何となく不安であった日本での森林

航測部門の基礎の勉強に必要な筋金を見つけるためと世

界各国の研究体系との連挑を得ることを主眼とし，また

同時に諸外国における応用の実状にふれて今後の日本林

業経営発展の資にしようとしたのである。

私の異国の旅は濃紺の空にナツメ椰子の並木が厚い葉

を照り輝かしているバンコックより始まった。虫イ国

では主要森林資源であるチーク林の標本調査がDr.F.

Loetschの指導の下に航空写真と現地調査を見事に結合

させて実施されており，広大な未開発地域を持つ同国で

は写真による林相判読がよくその真価を発揮していた。

山林局長スバラスディ氏(Mr.Subarnsuddih)もまた

調査部長プアトナ氏(Mr.Bhatna)も共にI.T.C.の

出身者であり，写真利用は着実に計画され，また今後へ

の熱意も並をならぬものが感じられる。3日間をパンコ

ックに過した後ローマにF.A.0.の本部を訪ねた。数

千年の風雨を赤褐色の石壁に刻むコロセウムは近くに濃

いイタリー松の傘に彩られて建つ広大なF.A.0.の近代

建築と不思溌な調和を示していた。経済部(F.A.0..

EconomicSection)の山田氏，峰屋氏または大使館の藤

枝書記官などの鮨世話になり，時には世界各国の資料を

机一杯に穣象上げられて途方に暮れ，また時にはホロ，

ロマーノの遺跡の崩れ落ちた大理石の影に中世の幻を追

った3日間はなかなかいそがしかった。そしてこの間に

は滞在中の日本体育会の武田氏のお伴をしてキシメンの

ような名物スバケッティを味わい，また折から初日を迎

えた日本古美術展のレセプションに招かれたりして次第

に異国の旅の訓練を受けつつあった。そじてドイツ行の

ルフトハンザでローマ空港を離れた時から完全に日本人

から放り出されてしまったのである。重厚な霧に包まれ

たフランクフルトの2日間の後，私はようやく12月19日

アムステルダムの空港に到着した。

オラ’ンダはTheNetherlands-ネザーラソド(低い土

地)－の地名のように担をたる平野に展開される美しい

四季の風光と僅かな国民の生活水準で知られている。海

抜下の国土を測るために高度に発達した測地学や，国民

性ともいうべき干拓事業の技術臆世界の水準を抜いてい

るが特にオランダ自体に択越せる写測技術があるわけで

はない。また，もちろん特にすぐれた森林があるはずも

ない。にもかかわらずスケマホーン教授(Prof.W.

Schemerhorn)の下に世界各国の頭脳を集め，航空写真

の学問的体系を完成し，世界的指導磯関を作り上げた紐

識力は見事である。諸国より派遣され留学する研究者は
それぞれめぐまれた施設と環境の中で成果を上げ，おの

ずからI.T.C・の名声を高め，童た必然的に外貨をこの

国に落してゆく。国際機関という投資の大きな利潤であ

ろう。1.T.C・の研修態型は写真測量部門と判読部門に

分れ後者はさらに土壌，地質，森林の3部を樅成してい

る。測量部門にはかつて現地理調査所測避部長の蔭邦彦
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1.T.C.機械室

I.T.C・判読室

氏がまた判読部門には同じく中野導生地理課長が留学さ

れ，日本人の評価を極度に高めておられた。

その余香はまだ失われずおかげで私は始からいささか

背伸びをせねばならなかった。1月9日より新課程が始

まり私は基礎航測学，測地学，写測光学等の航測部門や

森林，土壌，地質などの応用判読部門の談義と実習に多

忙な日を送り始めた。当時I.T.C・に集っていたもの

は約40名，国籍は20ケ国を越えていた。欧米，ラテ

ンアメリカ系が一番多かったが，アフリカ，中近東の新

興国家がグループ的に留学生を出し東南アジアはタイ，

フィリッピン各1名に小生が加わったわけである。森林

部門はポル1､ガル，ベルギー，シリナム，オランダ及び

小生の5名で主任は国際写真測量学会判読部会植生部長

ブーン博士①r.A.Boon)であった。助教授で，イラ

ン，シリヤ国森林官を兼ねている，スタリングワルフ博

zla(Dr.A.Stallingwerf)を加えたこのクラスは太った

の瀞せたの,高いの低いのまた楽天的なの心配性なのと，

どれ一人として似た者はいず何かというと机の上に尻を

かけて結論の出ぬ口論をしあったが，奇妙な澗和と親し

い結びつきを見せて，それぞれが帰国し別れ去るまで数

々の思い出を残した。I.T.C.ではすべて英語が使われ

る。私は日本を出て以来帰国する迄に10数ケ国に足を止

めたが用語はほとんど英語に終始した。ことにオラン

ダ，スイス等ではいわゆる文化人はすべて自国語の他数

ケ国語を自由に操縦するのが普通であり，英語であれば

街角での買物，乗物や電話なども不便を感じた聯は一度

もなかった。この点完全に孤立した国土であり言語体系

の全く異なる日本とは大いにそのおもむきを異にする。

コップの中の嵐の国とは言葉の上からも影響されている

ところが多いであろう。

舗道にそった背の高いニレの並木の枝為も，芝の植込

をかこうサンザシの小枝も硝子細工のような氷の衣に譜

おわれてすき通る日差しを浴びて白銀の反射をほしいま

まにまき散らした晴天の日々，また数メートル先の街灯

も乳色にうる承互に腕を組むらしいはずんだ足音がま近

く響きながら通り過ぎてゆく霧の深い夜を繰り返しなが

らオランダの冬臓三月の末突然去って行った。そして野

も街も萠え出ずる緑とチューリップの花に飾られた駕嘆

すべき美しさの春が来た。この頃から私は前記のグルー

プと共にオランダ森林の野外調査に出る事が多くなっ

た。いうまでもなくほとんどが平地林である。森林面積

全国土の約10％位しかないが完備せる道路網によって

きわめて集約な経営が行なわれ林相はダグラスファー，

スプルース，カラマツ，マツ(Pinussilvestrii)を主体

とする人工林が多くブナ，カンパの天然林が介在する。

主としてパルプ用材の生産を目的とするが国土保安，厚

生目的の意義も大きい。植栽されている日本カラマツの

生育はすばらしく40年を越えている美林も所々に見かけ

た。私はマツの写真材稜表調製の調査を買って出ていた

のである。

世界各国の森林部門において，航空写真は植生澗避，

林相調査，道路計画等広く諸調査の基礎となっている

が，その傾向は使用法から見て大きく二つに大別されて

いる。一つは南方地域を主体とする未収集約林地への応

用であり，他は欧州を主とする集約経営林地への応用で

ある。前者は大体1/30,000以下の小縮尺写真を般適と

し，後者は普通1/10,000または，それ以上の大縮尺を

採用している。この点1/20,000より1/30,000を採用

している日本はその中間ともいえようが，これでさらに

高精度の目的を満たす事を要求する使い方を試皐て，こ

こでもコップの中を吹き回すむつかしさを感じさせてい

る感がないでもない。

いつしか春の盛りもすぎてすりへった錆色の錬瓦道に

マロニエの花弁が真白く散り敷く5月末，私は林業部門
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の研修課程をどうやら終了する事が出来た。平野一杯に

あふれる陽先を讃歌して人之は海辺に，また牧野にと単

や自転車を連らね，1年を通じて最も喜びに満ちた季節

である。私も休日を利用してはフランスへ，ルクセンブ

ルグへ，またベルギーへと各国の森林を求あて車を馳つ

た。そして平日はズイス国ベルン市(Bern)周辺の森林

判読にいそがしく毎夜12時過ぎまで広灸とした判読室

の私の机ほ螢光灯の照明に浮き上っていた。この仕事は

I.T.C.に対しペルン州山林局より同国森林経営に対す

る調査法の改善のために写翼の適用法の研究を依頼した

ものであり，スイス林業試験場長クルス教授(Prof.A.

Kurth)とポーン博士の協同の形で発足したものであ

る。従来スイス森林ではきわめて集約な100%全林毎木

法が10年目毎に繰返され航空写真及び標本調査法は山

岳地帯保安林の一部に試験的に試承られたのみで経済林

に対する実務への応用が調査された事はなかった。これ

は同国の森林経営の形態が他のドイツ，スエーデンを主

とする欧州各国に比べて非常に複雑な択伐作業によるも

のであり，零細な単位面祇による異令，異樹種林の混交

形態をとっているため写真利用を非常に困難としていた

のである。しかしその反面，さらに精度と能率の向上を

要求される近伐経営に対する調査にとってこの事憎はか

えって今後写真利用を一そう不可欠とする理由となって

いたのである。

私にとってこの問題はまさに手頃なトレーニングであ

る。クルス教授もポーン博士も嬉んでこの仕事を私に托

す事となった。写真や地図等の資材は希望通りに急速に

整えられ，約3,00011αの対象林地の1/10,000赤外線写

典が撮影されて光電子応用による陰影除却焼付法(Log

Etronic)の密着によって私の机に届いたのは実施方針

を打合せた日から一と月もたっていなかった。そして6

月1日第1回の判読結果の現地点検のため私はオランダ

を発ったのである。

1.T|､C.森林部門の実習旅行を兼ねて全員車を連ねて

豊かに拡がる牧野の中を一路国境へと馳せその夕刻コプ

レンツの森林にドイツ第1夜の旅装をといた。

ドイツでは写真はあらゆる部門に使われているが，こ

とにコプレンツ(Kobrenz)ではフォンラーエル博士

(ForeStmeisterDr.VonLaer「実際森林誠空写真」の

著者）の下に完備した写真作業所を持ちきわめて熱心に

実務への応用が進められている。ことに調査基本図作製

には1/5,000より1/2,500の大縮尺写真の応用効果が

蒲実な成果を上げつつあった。緑の制服に太った身体を

包んだ氏は来訪を非常に鯉び熱心にまた親しさをこめて

私達を迎えてくれた。同地方にあっても日本カラマツの

成育はすばらしい。トウヒを下木とする2段林も見られ

苗畑では綿密な産地別の品種試験が行なわれ「YAﾉrU-

GATAKE」「FUJI」rASAMA」….などと日本綴り

の木札がなつかしく並んでいた。台地を深く刻承ながら

大きく蛇行するライン支流の急斜面は一面の葡萄畑が続

き深い谷合いは日本を思わせる広葉樹の択伐林形が入り

込み久方振りに見る森林らしい姿である。3日間をここ

に過した後，川波の音をグラスに感じつつ再会を約する

盃を重ねて私達はラインの旅にと出た。淡い緑に包まれ

た鱈一レライの岩，ハイデルペルヒの砦をすぎてシユバ

ルツバルドへと向ったのである。

ツンピンケンの営林署ではバウマン博士(Forestmeis-

terDr.H.Baumann)「林業的舷空写真判読」の著者）

が背の高い姿を現わし観迎の手を差しのべる。

亭々とそびえるタンネやスプルースの林はドイツの国

民の心の故郷であり，またその着実な生産力の誇りを示

して余りがある。バウマン氏はつぶさにこのドイツ林学

典型の森を案内しつつ，この見事な，そして完鮒せる森

林にとって航空写真がいかに有用であり，不可欠である

かを論じ，私達とその応用法を熱心に討諭し続けた。

同署も写真焼付，引伸偏歪修正，図化等の施設は独自

に備えており，ことに写真印画投影式の図化機(Antis-

cope)のような簡易図化の設備の活躍が目につく,3日

間をシユバルツバルドに過した後オランダへ帰る一同と

別れて私はポーン氏と共にスイスへの山間を縫いバーゼ

ルの関を経て美しい首都ベルン市街に入った，沈承行く

夕陽はマッターホーンの残雪に茜色の虹の輪を浮かべて

いた。スイス森林は予想外に老令な過熟林形が多い，小

単位の択伐林型は比較的大面積な更新地の場合にも上木

は必らず残されており，一体にきわめて安定した様相左

示している。スプルース，マコの天然更新の他，ダグラ

スファー，カラマツの植林がされているが，カラマツ幼

木は鹿，兎の食害がばげしいので一本一本を金網で保穫

する丁寧さである。私は市の周辺約20kmの間に数団地

をなして散らばる約3,000加の対象林の判読界を丹念に

現地検討を続けた。毎日の仕事を終えて山草の乱れ咲く

谷間の道を下りて来る時，夕暮せまるベルンの街並は一

足一足と丘にいだかれた姿を視界に展開して行き，なだ

らかな牧野に散らばる飴色の牛達を呼びあつめる角笛の

の音が流朗と湖の面を渡り峡を越えてモミの木の一本一

本幹の間に流れこんでゆく。この調査で私は根本的な林

相判読の精度と現地調査の実施法及びその重要度を解明

する事を主眼としていた。判読界を記入した写真とそれ

を図化した林相図により樹種，林令，混交歩合を点検し

確認データを記入する作業に約4週間を送り，最終図面

輯
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の作成のために急いでI.T.C・に帰った。7月。

すでに今まで行を共にした仲間はそれぞれの国へ帰っ

てしまっており，私の隣の席には折からF.A.O.の依嘱

により南方林の調査計画への写翼応用の勉強に来ていた

フィンランド大学のニッソネン教授(Prof.Nyyss6nen)

が座っていた。約1ヶ月間折にふれては同氏と数なの問

題を討議しているうちに「私は日本を見るから君はフィ

ンランドを見に来なさい」との招きにあいスイスを終え

て後の計画が立てられた。1．T.C,も他の研究所と同じ

く夏期休暇となり教授達もそれぞれイタリーにフランス

にと旅行の日を過し，研究室内は残留せる者が議論に花

を咲かせたり図化作業に専念しているの桑である。次盈

と完了してゆくスイスの図面は製図士に回されて複写が

取られ，プラスチック加工がほどこされて行く，美しい

四季の風光を徴でてスイスに足を止める人は多くあろう

が索をこ＄たその森林が日本の森林技術による調査図を
基にし，またその調査計画に準拠する事を思えば連日の

深夜の作業も少しく楽し承でもあった。8月早盈今度は

一人旅の気も職く再びベルンへ，そして一週間を般終点

検に過したのちすつかり親密になった山林局のスダッフ

連や家庭の一員のごとくに世話をしてくれた森林主事の

家族に別れをつげてチューリッヒの林試へと向った。街

はずれのなだらかな丘の中腹にスプルースの林に包まれ

て建つ林業試験場は小じんまりとしているが伸々とした

新建築である。出来るだけ建築磯を切りつめたといい質

素ではある力鍵物全体の恒温設備，空気浄化設備，また

は工作機械，図普室等は完備せるものである。写真機械

の整備には後1,2年かかるとの蝶であったが全体の約

1/3,000床面職は航空写真用に準備されていた，広い一

室を与えられて私は過去のスイスの森林調査法の勉強と

今後の調査方針をクルス教授の統卒の下にシュミット

①r.Schmitt),=ター(Dr.Etter),グロウナ(Dr.

Growna)等の各博士と検討し続け，まずベルン州にお

いて試暴るべき方法を設定した。すなわち全林毎木に代

り精密林相図を基とした樹種令級層化による50m,

75m,100m間隔の円形プロットによるSystematic

SaInnplingである。休日には白鳥の群れる湖畔の花園に

遊びまたは丘の上にユングフラウの幕色を追ったが週日

は遅くまで思考に過す充実した日念であった。

欧州はこの年200年振りの旱天続きとかでドイツ，デ

ンマーク，スエーデを横断して湖の国フィンランド，ス

オミの国ヘルシンキの港に着いた時，カンパやブナの林

は水不足のため早くも黄ばんだ擬相に秋色の気ざしを見

せていた。もちろん気温も低い，数千の湖の問を縫うよ

うな大樹海の中に調査隊と行を共にした時始めて見舞わ

れた雨は氷滴を含象朝の気温は5°Cであった。同国の

森林ば地位，植生の椙異がきわめて明瞭に写真｣二に現わ

れるので写真利用は非常な効果をあげている。野外で使

用される写宴縮尺は1/10,000及びそのモザイクが多い。

どちらかといえば単純な林型であり単位生長壁もさほど、

大きくは見られないが，この国最大の資源である森林に

国民のはらう努力は大きい。樹種改良や造林試験地も多

く見られ大学や林試の設備も近代的な完備せるものであ

る。10年目毎に実施される全国森林調査は紳度線と45･

の角腱をなす線上のSystematicSamplingである。

ニッソネン教授や調査担当のクセラ博士(Dr.Kuu-

sela)と1週間を過した後今後の日本との連携を繰返し

強調する人之と別れをつげて私がI.T.C.に帰り着いた

のは9月9日であった｡すでに新課程が始龍っており,判

読部1''1の研究生は私を磯してすべて新人と変っていた。

集約経営林地への写真応用に対する今までの勉強を

1.T.C.への最終報告として取り謹め論文を呈出し終っ

たのは10月中旬であった。この論文とスイス森林への

研究に対して10月291]，私へのI.T.C,Degreeと

Photo-ForestEngineerの受与式が行なわれた。この単

位の受与は久方振りででもあったからであろうか，日本

大使にも招待状が出された，証書の受与の後慣例として

脚ま一場の講演をやらねばならない，何老主題にと迷っ

たが満員の盛況の各扇スタッフを前に私の1ｺをついて出

たものは勉強に努めた今後の森林調査への方針でも，ま

た研究報告の結論でもなく，それにもましてこの1年私

の心を強く打ち続けていた各国において示された心から

の友情であり，蓑た深く刻承込まれた学問に対する協力

の熱意についてであった。そして「私は日本へ帰ろう。

そして皆さんと共に世界を結鐸絆の結び目の一つになろ

う」と富を閉じた。

10月31日,スキッポール空港を発ちパリーの滞在を経

てロンドン郊外に英国海外庁(G.B・OvtrSeaServicQ

の作業所に植民地での辱真利用の実状にふれた後，いよ

いよ異国の旅最終の勉学の地カルホルニア大学へと向っ

た。そしてワシトンのForestServiceの配慮による約

3週間の米国内の旅行の後，私は再び太平洋の波頭を

見たのである。カルホルニア大学でばコルウエル教授

(Prof.R.N.COlwell)の下に折から進行中であった

Photo･manual(航空写真大観)の判読部門の編輯に参加

し得て各国の最新情報を知る事が出来，また同教室で進

められつつあるカラー写真の目ざましい発展にふれる事

が出来た。同大学では折から新しいIBM.｢704」が完

成し判読解析に一段と威力を発揮しつつあった。

ギリギリ－杯，予定の日数を全く余す処なく私は1カ

年の故国の皆様の御支援に感謝しつつ12月10日羽田に帰

りついたのである。久方振りに出勤した林試ではもう年

末大獅除の時期であり，帰国第1歩の仕事として私ほ早
速割り当てられた窓ガラス磨きに張り切ったのである。
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この治山事業が組織的に実施せられたのは，明治44

年の第一期森林治水事業に始まる。それより昭和初期に

至る間，蔚全とその成果があがり，所期の目的がほぼ達

成されたが，戦争中の森林の取扱の不備と相次いで起っ

た大災害によって再び山地は荒廃し，終に28年の災害

を契期として「治山治水基本対簾要綱」が定められた。

この要綱に盛られた治山事業計画は，昭和29年度か

ら昭和38年に至る10カ年間に，国有林民有刺耕せて，

約36万lX1の荒廃地の復旧及び防止を行うほか,26万hu

の水源林造成を行うこととし，総謝喋我2,349億円（防

災林を加えると2,485億円）が見込童れ，かなりの期待

がかけられたが，実施に当っては国家財政の変動に大き

くゆさぶられ，昭和33年度に至る前期5カ年間に僅か

に計画量の17％を実施し得たに過ぎず，その間昭和31

年度からは経済自立5カ年計画に基づく「治山事業実施

5カ年計画」に，昭和33年度からは，新経済5カ年計

画に即応して樹てられた「林業の長期計画の一環として

の治山事業5カ年計画」に置き替えられ現在に至ってい

る。

一方治水事業につれても，ほぼ同様の経過を辿り何れ
も計画量の5割程度の実鏡に過ぎず,山地整備の遅滞は，

下流の洪水災害を誘発し，ひいては諸施設の災害復旧徴

の増嵩を招来して，これがため国土保全の根本対策たる

治山治水事業の実施を益を困難ならしめるという悪循球

を繰り返す結果となった。そこで特に緊急を要する治山

治水施設については，国の重要施策として，一定計画の

もとに，事業を推進することの必要性が叫ばれるように

なり，34年度の当初に「治山治水対策関係閣僚懇談会」

が生まれ，治山治水の恒久対策について関係各省庁も併

せて審議を進めることとなった。

このたび決定を見た長期計画は「閣僚懇談会」の指示

により企画庁が中心となって，既往の保全施設の資産を

基準とし，これに将来の経済の伸び嘩凛7.2％程度）を

見込んだ，妥当投資額の案を算定し，関係各省庁が慎重

審議の結果，35年度の予算審議と併行して，その結論

が導かれたもので，現在はこれを法制化するための「治

山治水緊急措侭法」の成案が急がれている。

その事業澱の枠は，

5カ年計画10カ年計画
（昭35～39）（昭35～44）

治山
550億円1,300億円（民有林）

治水4,000億円9,200億門
（災害関連350億円を含む）

国有林の治山についてば，企業会計の許す範囲におい

て，極力事業を推進することとし,5カ年計画170施門，

10カ年計画360億円程度を目途としている。

この長期計画の目標嫁，治山治水事業相互の連繋のも

とに，河川施設及び山地の雛術を促進して，昭和44年度､

末までに，災害が比較的少なく，安定していたものと見

られている。昭和初期の保全状態に復元することにある

が，治山事業についての鱗想は次のようなものである。

昭和34年度末における荒廃山地，民有林253千地，
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治 山事業の予算決る

昭和35年度予算の政府案は去る1月13日，総枠1兆

5696億74百万門（ヒゴロクローナシ）で閣議決定を見

た。

これは34年度予算の1兆4192徽円（イヨイクニ）
に対し，治山治水災害復旧等国土保全部門を中心として

約11％増大している。

戦後の国の予算の動きを概観するに，当初の10カ年

間は食糧等生活必需品の増産に重点がおかれ，次いで，

自立経済達成のための工業生産の増強，貿易の振興，33

年度からは長期経済計画のための燃料，電力，砿業等産

業基盤の育成と併せて，道路，港湾等交通部門の整備が

重点的にとりあげられた。

このように予算の動きは，すなわち経済復興の進行を

示して，応急的施策から遂時基礎的，恒久的施策へと移

行し，35年度からは諸産業の基盤と，人命財産を災害か

ら防護し，民生を安定する恒久対縦たる国土保全部門に
重点が向けられることとなった。

すなばち，この部門の予算は，伊勢湾台風等の影懇も

あって，一挙に5割近く増大し，予算の数字が示す通

り，ヒゴロクローのナイよう安全な国造りに踏切られ，

治山，治水の長期計画の枠がそれぞれ確定するとともに

この長期計画を確実に実施するための措置として，特別

会計を以て経理を明かにするという画期的な方策が打出
された。

この長期計画及びこの計画と関連する特別会計の意

義，内容等主として治山事業部門についての概要は次の
ようなものである。

治山事業は治水鄭業と連繋して，流域保全の立場から
荒廃山地を整備し，森林の持つ土砂流出及び崩壊防止の

機能，並びに治水機能を維持増進するいわゆる「山地治

山事業」と，森林の理水機能を維持培蕊する「保安林整
備事業」並びに防汐，防風，飛砂防止，雪崩防止等の目

的を有する「防災林造成事業」の3つから成るが，事業

的にも予算的にも「山地治山」がその主要部分をなして
いる。

国土の65％を占める急峻な山地，複雑な地質猫造，

特異な気象条件等，わが国における山地整備の必要性は

論ずるまでもないが，さらに奥地林開発，林種転換等生

産性の昂揚を標ぽうする，最近の料築政策においては，

森林立地の維持及び奥地林開発等に伴う，森林の持つ潜
在的保全機能の一時的低下をカバーする施策として，治
山事業は高く評価せられている。

△
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を計画的に実施し，かつその経理を明確化するため，と

られた方策であって，治水事業は，既存の「多目的ダム

特別会計」を発展的に解消して，「治水特別会計」を設

定し，これを「多目的ダム勘定」と「治水勘定」とに分

けて経理し，治111事業は，従来の直轄治山事業の実施機

概事務の運営等を考慮して「国有林野事業特別会計」

の中に「治山勘定」を設けて「予託治山聯業」として営

林局が実施して来た「直轄治山事業」と都道府県が実施

して来た治山事業に対する補助金叉は負担金の経理，そ

の他治山事業調査の経理を行うものである。

なお，当初に意図した，国有林野事業剰余金の活用，

及び予金部資金の儲入れ等の資金燥作は現在のところ認

められていないが，融資造林の資金と併せて11億円の

経徴が，国有林野事業特別会から，一般会計の財源の枠

に組入れられている。

国有林66千加，計319千血と，年を発生を予想される。

約4,800hqの新生荒廃地について，治水事業の実施と連

繋し，緊要なものを優先して，5カ年間にその約3割，

10カ年間で約7割の復旧及び予防事業を実施し，昭和

44年度末までに，山地の状態を比較的安定していた昭

和初期（荒廃地約9万hq，新生荒廃地年平均2千11q程

度）の状態に復元し，山地からの土砂流出を自然流砂麓

に調整せんとするものである。なお，この長期計画（民

有柳の規模と，従来の実裁とを対比すると，第一年度

の35年度は，約86億円で，34年度当初予算65億円の

約33％増し，その後5カ年間の連年伸び率は約12％，

10カ年間の連年伸び率は,8.7%程度となる。

次にこの計画の実施を確実ならしめるために設定せら

れた，特別会計の内容等について述べると，今般決定さ

れた特別会計は，長期計画の所要財源を確保して，事業

＝
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}林業技術賞《
言 ～～～

受 賞候補者の推薦を募る。ノ

本会では，林業技術の振興・普及に功綴のあった人に対して，「林業技術賀」を贈り，過去5回にわたり表彰
してきたのでありますが，今回その「表彰規定」の一部を改正し，今後下記の「第2次改正規定」によって実施
することになりました。

本年，その第6回の表彰を本会の通常総会で行う予定でおり寮すので，規定第5．7．10条を御参照の上，会
員各位から広く官民林業技術者の隠れた功績者を御推薦下さい。
なお詳細について嘘，各位の所属支部に鯖問合せ下さい。

L

、ヰ

林業技術賞表彰規定 条により推薦された者のうちから受蛍候補を選考す
る。

社団法人日本林業技術協会本会が推薦を直接受理した場合にも，その選考ほ被推
昭和32年9月30日制定 薦者の所属する地域の支部連合会において行う。

〃33年7月2].日改派’ 第8条選考委員会の委員ば5名以上とし，本会の各支

〃35年1月21円第2次改正 部連合会長が委嘱する。
第9条各支部連合会において選考委員会が選考する受

第1条社団法人日本林業技術協会は林業技術の振興に賞候補者の数は3名以内とする。
尽津し，特に功績のあった者に対して林業技術賞を贈第10条支部連合会の選考委員会が受蹴候補者を選考し
呈し表彰する。た場合は，次の内容をそなえた調査書を群査委員会に
第2条前条の表彰は毎年1回これを行い，毎回5件以提出す為ものとす為。
内とする。1．推薦者の氏名，職業，又は推薦支部名。
第3条林業技術賞は賞状及び髄品又嫁賞金とし，その2．受賞候補者の氏名，職業現住所並に略歴。
内容はその都度常務理事会できめる。ただし2名以上のグループである場合には，略歴臓
第4条林業技術賞は最近3年以内において次の各項のその代表者以外は省略することができる。
1に該当し実地に応用叉は宣伝普及されて，林業の振3．受賞に適すると思われる理由。
興に貢献し功績が甚大であったと認められる業績を表4．具体的業鎮（実物のあるものはなるべく添付のこ
彰の対象とする。と)。
1．林業器具・機械・設備等の発明，考索叉はその箸5．その他参考事項。
しい改良。第11条森査委員会朧本会に設け，受賞候補者のうちか
2．研究・調査・著作。ら受武者を決定する。
3．林業技術実施の現地業績。第12条群査委員会の委員は10名以上とし，毎年常務
第5条会員又は本会支部は受賞に適すると思われる者理事会の議を経て理事長が委嘱する。
を本会又は支部連合会に推薦することができる。第13条群査委員会は委員の3分の2以上の出席によつ
第6条受撤者をきめるために林業技術賞受焚候補者選て成立し受賞者の決定は多数決による。
考委員会（以下単に選考委員会という）及び林業技術附則
賞授賞群査委員会（以下単に霧査委員会という）を置本規定による表彰は，従来本会が実施したこれに類する
く。表彰に継承して，毎回その回数を冠するものとし，昭和
第7条選考委員会は本会の各支部連合会に設け，第533年度の第4回表彰からこれを実施する。
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|各界絶讃， －10カ月分割払断行一
林学博士｝三原敬二箸
B5索引共4巻
定価21,000円
送料各巻300円

‐

’
申込金1,000円荷造送料1,200円

ー

一

第1回分2,000円払込になれば
－わが国林学界の宿老，上原博士が35年の永きに亘ってあらゆる樹木

の生態を描写した図版3,000枚，写真約1,000を褐戦し，約10,000
有余種の樹木について該博な知識を傾けて解説を付けた樹木に関す
る完壁のそして貴重な文献である。

篭1巻送本致します。

国鉄建築課綱
A4価3,500Fl
〒100門

藤潔著1,500

建築’|・本ゴﾙﾌ60年史|嬉津繍堪鱸
建築百年史上製早大教授今和次郎瞭修3,000

特製1,200

船舶百年史上下東大講師上野喜一郎箸4,000

妻日本の建築獅繍日本建築交献セン数-編',500
新建築材料付設備便覧650
農業水文学金子良著550
堰堤水叩設計法荒木正夫箸100
開渠・暗渠及び河川の 原澳造箸480
流量断面算定例解

日本水利施設進展研究牧隆泰著700
日本地理高営芳雄箸350
書道美学佐を木雄津著300

’国鉄の
オルゴールの歴史佐藤潔著1,500

土木工事歩掛単価表小野実談編150
土木設計及工事歩掛福西満治箸300
水路工作物工事事故実例200
馬蹄型水路断面計算法有坂誠喜著100
水路流鐙の算定諸表100
ラーメンの反力と
曲げモーメント係数表山戸松男箸450
下水管の雨水流量算定例石関秀穂著130
完全スタジア表佐藤堤著680

観光道路鰈懲共薯】50
土の物理力学的試験法中村総七郎著220

＝

Ｉ
ｊ
ｒ
、
〃
、
Ｊ
Ｊ
ｐ
ｙ
く
″
，

０
’
１
１

､

1

月刊土地改良年’’200瀞溌羅雷鳴有明書房麗綴):913淵
きないほど膨大なもののようである。中央森林審議会の

この動きに関連して，林業関係諸団体でもしばしば会合

をもよおし，要望すべき事項をもちより，林業問題調査

部会に参考資料として提出することになった。林業問題

調査部会で行なっている問題の取り上げ方は，精細な現
状分析に基づき，微に入り細をうがつたものであるらし

いが，各分野にわたる個庵の基礎的問題を解決し，それ

を結集することによって林業全般の発展をうながすとい

うねらいも必要ではあ為が，加速度胸に進歩していく

50年60年先の科学技術は恐らく現在では夢想だにでき

ない状態に革新されるであろうことを鑑みて，林業もそ

れに則応しうる大きな榊想を画いておくということは吾

なの夢であろうか。（八木沢）

ｊ
ｆ
共
肪
泌
さ
９

会務報告

◇第5回常務理事会

1月21日午後3時より本会において開催

出席者丸田，南，川床の各理事

本会より松川，松原

◇第6回常務理事会

1月29日正午より本会において開催

脳席藷川床，大久保，丸田の各理辮
本会より松川，松原

◇第11回編集委員会

2月15日午後3時より開催

柵席者湯本，秋山，松原，猪瀬の各委員
本会より松原，八木沢

．．、きのう，きよう，あした・・・

中央森林審議会朧，林業問題調査部会を設け，現今の

または将来に予想される問題を林業の全部門から採り上

げ，今後の林政の在り方に一つのよりどころを与えよう

としている。現在は各分野における問題点を発堀中とい

ったところであるが，採り上げるべき問題は生産，供

給，開発促進，農山村振興等にまつわり，とても列記で

《
《

一

昭和35年2月10日発行

林業技術第216号
編集発行人松原茂

印刷所合同印刷株式会社

社団法人日本林業技術協会
東京都千代田区六番町七番地
電話(331)4214.4215

〔振替東京60448番）

発行所

’
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林業経済研究所長
農学陣士

野村進行箸

A5判470.頁

函入上製美装本

価800円

最新刊発売中

「林業経済計画総論」の姉妹編として，林莱基本問題の展開，森林法における森林計画の
再検討に関する問題，森林組合ないし国有林野事業の発展に関する問題などの解決に役立
つよう具体的に解説された林業技術者・学生の好指導書。〔内容〕国家林業経済計画一国
家林業経済計画の主要椛造要素としての林業政策・既往における国家林業経済計画・森林
法における森林計画林業経営計画一林業経営の本質・林業経営計画と国家林業経済計画
との関連・林業経営計画の内容（国有林・公有林・森林組合・私有林の経営計画）

林業経済計画総論

|林業企業形態論

林業経営経済学

国有林の経営計画

林業実験実習書

畷船繍鴬森林土木加藤.夏目箸価550門

野轆鱸砂防造林原勝慧価550円

野村進行諜撤尭農測樹学木鶚,蛎蕎
価450円

子幡弘之箸木炭と加工炭内田憲著illi480円
価750門

一林業図書目録進呈・誌名ご記入乞う一

岡崎伽繍|雷景寧餐宿縣靜縛朝倉書店
坐△二辱貞一二÷宅呵車弄やu･宕垂垂舞一手草･…函壷埜尾唖奇一＝｡、雪勾や垂ら＝令一一蛍や琴弓＝転璽且今一鄙元T'莎角凌辱…碑嗣1

公

一

守盈一厘→一一｡J、差一一寺一百軍二望＝一・＝殖函一

上

§

定価250円の実務響として是非

〒40一読を要する書〃
蔵著

瀦澪共著
測撞学の書は数多く
あるが，特に森林を
主体としての測量技
術を実践的に詳述し
たものはない，山地
の崩壊対策・植林対
策・治山・治水の基
本たる篝図300枚
を以ってその土地に
あてはまる測量方法

革鮮燕螺譽．
測識技術者の必携書

赫 業
蕊
馳
閉

韮
墨
画茅釜 置

飛
~

学生．林業技術者．A5.P378.
測愛技術者の必携譜定価680円

く最新刊＞〒70

吉田正男著

改訂林価算法及較利学鎧80報
伊藤一雄箸

図説樹病講義鍔50割
川ロ武雄箸

森林気象学鎧50判
砂防工学新論鎧30雪：
林野庁

国有林野経営規程解説鍔00零：
宮崎榊・佐藤亨箸

苗木の育て方鏡s0¥i:

B6.P200.

好評発売中

島田錦島田

苓林
藤林誠
許林政学概要鋒0響
藤林誠・辻隆道共著

種苗･育林撫育編林薬繍鍔00判
藤林誠・辻隆道共著

素材生産編林業労働A5P200図説￥600〒7o
井上元則著

爵林業害虫防除論上鍔"製
井上元則著

林業害虫防除論中鐘50鷲：
西沢正久著

森林測定法鍔80零：
振替東京195298番

『
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u崎慶一著
子
つ一ユ吟 本林業③転換期 に 日

(月刊）3月特集号3月1日発売（B5）
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容
、

王
林業・木材関連産業のことなら何てもわかる

竺
扁
一
掃
垂
扁
竺
漏
竺
扁

・
フ
学
給

培
林
レノ

林木育種

造林

代木運材

合板と各種ボー

木炭

新林政

地肥

有

及パ

材化

材需
00頁(写環
￥350

種本号130円・前払半年570円・1年1,080円（〒共
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定

材需給篇
)0頁(写真･図版多数）
￥350〒共

林業新語500

百万人の木材化学

森林と野鳥の生態

世界林業経済地理
木場の歴史

森林と水の理論

日本の製材工場

①
②
③
④

安倍慎著

池田真次郎箸

山崎慶一箸

吉田好彰監修

佐藤武夫著

宮原省久著

座
談
会

遠
藤
嘉
数

坂
口
勝
美

大
政
正
隆
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野
渚

倉
田
益
二
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本
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室
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宝
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美
正
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二
郎
〒

集
室
ｆ
室
如
き
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武よ
竺雄り例

本号に限り

東京都千代田区大手町2の4新大手町ピル

振替東京180464電話東京（211）2671～4森林資源総合対策協議会
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ダイレクトドライブ式5馬力・8既

廉価。軽量で特に造林木や小径木に最適

ジッブ

ZIP型

ダイレクトドライブ式7馬力・8．6砥

現在最も多く使用されている最新鋭機あ

らゆる伐木作業に絶対

7‐19型

ブラッシュキンギ
下刈専用機3馬力・13畦

造林地栫いずれも好調

丸鋸100枚歯・44枚歯

草刈用トリマーカッター

13砥

にギヤドライブ式

－21型（7馬力）・

種アタッチメント取揃

外に

7
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三 國商工株式會杜
東京都千代田区神田五軒町四番地札幌営業所札幌市北四条西七丁目一番地
電話下谷（83）1256番2186番（代表）電話（2）757番（3）5946番
大阪市福島区上福島南一丁目五六番地名古屋出張所名古屋市中区蒲焼町三ノ四宝塚ビル
電話福島（45）3334番（代表）電話名古屋（9）4889番

本社

大阪営業所
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林
業
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術
塞
’
二
弐
号

P
１
１

ズマ、凹勿

ヴイ坊寺
あらゆる木寄集材と土場作業に筋異的な例を

してくれるスマックウインチは，マッカラー

99型チエンソーと同一エンヂソを使用します

ので，安心して確実な作業が，続けられます．

如何なる奥山でも二名で迅速容易に搬入，移
動出来ます。

’
エンジン総蔵量

99型36kg

マッカラー社・日本総代理店

△蕊新宮商行
本社小櫛市稲穂町東七丁目十一静地

逓（2）5111番（代表ノ
支店東京都中央区日本橘通一丁目六霧地(北海ピル」

電（28）2136稀（代表1

［
’？

カタログ進呈

一iー‐．一~=~"‐
-今一一一凸

KM式ポケットトランシツト

ボトラルR鞄“。●●

ノ

O優秀な設計による高精度，超小型

O林野庁御指定並に御買上げの栄

⑧括目すべき幾多の特長

1.臺鐘鏡は内焦式で極めて明るく、スタジヤ加常

数は0，倍常数は100で倒像(P,)及び正像(Pg)

2．十字線及スタヂヤ線は焦点鏡に彫刻

3．水平及高低目磯の読取臆10′と5′

4．微動装置は完備

5．脚頭への取付は容易，整準は簡甑且正確

6．三脚はジユラバイプ製．標尺はポールへ取付け

7．本器1kg,三脚1.4kg,全装4kg

へ
興
林
こ
だ
ま
改
題
第
一
二
三
号
）
定
価
六
十
円

I

明光産業株式会社
東京都文京庫小石川町1の1林友会館

電話小石川（921）8315～16

（型録進呈）

ケースは硬質塩化ビ砲弾型

価格P133,000円（本器及三脚一式）

P236,000円（同一上）

巻込愛 引張力
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